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洪
武
・

永
祭
と
並
稿
す
る
よ
う
に
、
明
朝
初
期
を
代
表
す
る
こ
の
二
つ
の
治
世
は
、

一
般
に
は
前
者
が
王
朝
の
基
礎
を
確
立
し
、

一
度
「
靖

昭
和
五
十
三
年
十
二
月

護
行

上

寛

- 1-
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難
の
控
」
で
断
絶
し
た
の
ち
、
後
者
が
そ
れ
を
陸
制
的
に
設
展
さ
せ
た
、
と
説
明
さ
れ
る
。

具
世
的
に
は
、
洪
武
十
三
年
(
一
三
八
O
)
の
中
書
省
の
陵
止
と
六
部
の
昇
格
、
そ
し
て
翌
年
の
里
甲
制
の
施
行
が
確
立
の
第
一
段
階
で
、
こ

う
し
た
政
治
的

・
経
済
的
改
革
を
侠
っ
て
、
明
王
朝
の
基
本
姿
勢
は
定
ま
っ
た
。
こ
の
の
ち
婿
難
の
箆
が
介
在
す
る
が
、
永
祭
十
九
年
(
一
四

一
一
一
)
の
北
京
選
都
に
よ
っ
て
園
家
臨
制
の
最
終
的
調
整
が
な
さ
れ
、

以
後
二
百
二
十
齢
年
聞
に
わ
た
る
明
王
朝
は
、
遷
都
を
出
設
黙
に
統

一

①
 

と
み
な
す
の
で
あ
る
。

王
朝
と
し
て
展
開
し
た
、

こ
の
場
合
、
雨
朝
の
聞
に
は
さ
ま
れ
た
建
文
朝
は
、
無
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
レ
は
洪
武
朝
の
延
長
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

一
つ
に
は
建
文
朝
が
わ
ず
か
四
年
と
い
う
短
い
時
代
で
あ
り
、
し
か
も
削
務
と
靖
難
の
援
に
終
始
し
た
だ
け
で
、
こ
れ
と
い
う
政
策
が
ほ
と
ん

『
明
貫
録
』
の
中
で
も
特
別
な
年
蹴
立
て
に
さ
れ
ず
、
引
き
績
き

ど
な
か
っ
た
し
、

ま
た
永
祭
帝
が
建
文
朝
を
歴
史
上
か
ら
抹
殺
し
た
た
め
、

洪
武
年
腕
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
永
祭
の
北
京
選
都
ま
で
洪
武

・
建
文
朝
は
南
京
に
都
を
置
い
て
お
り
、

- 2 ー

そ
の
こ
と
が
雨
朝
を
一
睦
視
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
建
文
朝
ま
で
は
南
を
中
心
と
し
た
位
制
で
あ
っ
た
。

し
か
し
永
繁
帝
が
北
京
に
遷
都
し
、
北
中
心
の
値
制
に
轄
換
し
た
た
め
、

②
 

洪
武

・
建
文
朝
と
永
築
朝
の
聞
に
は
、
大
き
な
断
絶
が
あ
る
|

|
、
こ
れ
が
従
来
の
考
え
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
雨
者
の
聞
に
果
た
し
て
断
絶
が
あ
っ

た
の
か
。
確
か
に
永
楽
朝
は
即
日
吉
奪
を
経
て
成
立
し
た
政
権
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
重
視
す
る

あ
ま
り
、
こ
と
さ
ら
に
前
二
朝
と
異
質
視
し
て
い
る
嫌
い
が
な
く
も
な
い
。

も
と
も
と
南
か
ら
興
っ
た
明
王
朝
が
、
南
京
に
都
を
置
い
た
の
は
首
然
だ
っ
た
。
し
か
し
、
洪
武
朝
で
も
す
で
に
北
方
へ

の
遷
都
計
劃
が
あ

っ
た
貼
か
ら
み
る
と
(
後
述
)
、
北
京
遷
都
を
行
っ
た
永
祭
朝
も
、
基
本
的
に
洪
武
朝
の
方
針
を
糧
承
設
展
し
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

ト
ι
A
ノ。

「
建
文
以
来
。
租
宗
成
法
有
更
改
者
。
伯
復
奮
制
。
(
『
太
宗
貫
録
』

洪
武
三
十
五
年
七
月
壬
午
)」

と
い
う
の
が
あ
る
。
従
来
の
見
方
で
は
、
こ
れ
は
永
繁
帝
が
裳
奪
を
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
、
租
法
を
隼
ぶ
姿
勢
を
示
し
た
も
の
だ
、

例
え
ば
靖
難
の
饗
直
後
に
出
さ
れ
た
詔
教
に
、



と
い
わ
れ
る
。
洪
武
朝
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
、
建
文
帝
か
ら
皇
位
を
奪
っ
た
自
分
の
地
位
を
正
首
化
し
た
も
の
だ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
貿
際
に
は
北
京
遷
都
を
行
っ
て
租
法
を
破
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
先
の
詔
款
は
あ
く
ま
で
も
政
策
上
の
方
便
で
、
永
繁
と
前

二
朝
の
聞
に
は
、
依
然
と
し
て
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

だ
が
先
の
詔
敷
を
、
そ
の
字
義
通
り
に
解
四
押
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

建
文
朝
で
饗
更
さ
れ
た
制
度
等
を
蓄
に
戻
し
、
、
氷
繁
朝

は
員
に
洪
武
朝
の
方
針
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
と
。
こ
の
解
樺
は
、
建
文
朝
こ
そ
洪
武
朝
の
方
針
に
逆
行
し
た
時
代
で
あ
り
、
永
繁
朝
は
逆
に

そ
の
是
正
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
は
洪
武
と
建
文
を
同
一
視
せ
ず
、
建
文
朝
を
濁
立
し
た
性
格
の
時
代
と
み
な
す
わ
け

で
あ
る
。

繰
り
返
せ
ば
、
遷
都
は
洪
武
朝
以
来
の
方
針
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
永
梁
帝
は
目
六
位
的
な
都
市
と
し
て
北
京
を
選
ん
だ
が
(洪
武
帝
は
西
安
を
考

え
て
い
た
て
こ
れ
は
決
し
て
租
法
を
破
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
洪
武
帝
の
遺
志
を
貫
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
わ
ち
、
洪
武
か
ら
永
祭
へ
の
推
移
は
、

こ
の
よ
う
に
視
貼
の
置
き
所
の
遠
い
に
よ
っ
て
、
明
朝
初
期
の
三
つ
の
治
世
が
、
従
来
の
説
と
は
大
き
く
性
格
を
饗
え
て
現
れ
て
く
る
。
す

一
貫
し
た
政
権
確
立
過
程
で
の
動
き
で
あ
り
、
そ
の
聞
に
一
時
的
な
逆
行
時
代
と
し
て
建
文
朝
が
存

-3-

在
し
た
、

と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
に
建
文
朝
が
洪
武
朝
の
方
針
に
逆
行
し
、
ひ
い
て
は
靖
難
の
箆
を
誘
渡
し
た
か
、
ま
た
纂
奪
政
権
の
永
築
朝
、が、

洪
武
朝
の
方

針
を
継
承
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
等
々
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
解
く
に
は
、
三
朝
各
代
の
性
格
決
定
が
ま
ず
必
要
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
三

で
は
、

朝
の
起
酷
で
あ
る
洪
武
朝
に
覗
貼
を
あ
て
た
の
ち
、
明
王
朝
成
立
期
の
屈
曲
し
た
軌
跡
も
、

い
わ
ば
た
ど
る
べ
き
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た、

と
推
論
し
た
い
。

第

章

南
人
政
権
と
し
て
の
明
王
朝
の
性
格
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元
末
の
農
民
反
乱
軍
の
中
か
ら
朱
元
路
が
撞
頭
し
、

や
が
て
明
王
朝
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
幅
慶
い
支
持
層
、
特
に
地
主
階
級
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の
参
劃
が
大
き
か
っ
た
、
と
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
地
方
の

一
軍
国
に
す
ぎ
な
か
っ

た
朱
元
路
集
園
が
、
着
々
と
勢
力
を
強
め
、
中
国

統

一
の
悲
願
を
成
就
し
え
た
の
も
、
彼
ら
地
主
階
級
を
自
己
の
傘
下
に
組
み
入
れ
、
政
権
の
存
立
基
盤
を
地
主
側
に
置
い
た
か
ら
だ
、

と
読
明

③
 

さ
れ
る
。

反
凱
勃
設
嘗
初
、
地
主
達
は
「
義
兵
」
等
の
自
衛
回
を
組
織
し
、

元
朝
側
に
立
っ
て
反
乱
農
民
の
鎮
定
に
首
た
っ
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

だ
が

元
朝
の
腐
敗
と
無
力
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、

自
己
の
階
級
的
利
金
を
擁
護
し
て
く
れ
る
新
た
な
勢
力
を
物
色
し
始
め

た
。
こ
う
い

っ
た
時
に
、
起
丘
(嘗
初
か
ら
義
兵
集
囲
を
吸
牧
し、

比
較
的
階
級
性
の
希
薄
と
な
っ

た
朱
元
環
集
圏
が
出
現
し
た
た
め
、
彼
ら
は

積
極
的
に
朱
集
闘
を
援
助
し、

朱
集
圏
も
彼
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
政
権
基
盤
を
確
立
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
地
に
設
け
た
官
僚
機
構
の
従
事
者
は
も
ち
ろ
ん
、
征
服
地
ご
と
に
置
か
れ
た
地
方
官
も、

元
朝
の
醤
官
吏
を
そ
の
ま
ま
任
命
す
る
ほ
か
は
、
嘗
地
の
「
儒
土
」
と
呼
ば
れ
る
儒
撃
的
数
養
を
持
っ
た
地
主
達
が
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
箪
糧

「
父
老
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
在
地
で
そ
れ
な
り
の
勢
力
を
持
つ
地
主
階
級
の
協
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

朱
集
固
が
南
京
に
恨
接
地
を
定
め
て
以
後
、

の
補
給
や
地
方
の
治
安
維
持
等
も
、

@
 

き
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
朱
元
環
集
固
と
地
主
階
級
の
合
作
は
、

お
互
い
の
利
盆
に
沿
い
、

諸
僚
件
さ
え
そ
ろ
え
ば
、
新
王
朝
の
創
設
へ
と
向

- 4 ー

か
い
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。

と
こ
ろ
で
、
彼
ら
地
主
連
の
ほ
と
ん
ど
が
、
蹟
義
で
の
「
江
南
」
を
中
心
と
し
た
地
域
に
基
盤
を
持
つ
者
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
買
は
、
朱
元
埠
集
固
の
勢
力
顕
大
の
過
程
か
ら
い

っ
て
、
ご
く
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
多
く
の
先
皐
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
朱
元
建
集
固
は
、
元
湾
の
故
郷
で
あ
る
鳳
陽
を
中
心
と
し
た
同
郷
集
固
で
あ
り
、
出

⑤
 

設
の
嘗
初
は
大
部
分
が
鳳
陽
出
身
者
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
鳳
陽
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
安
徽
省
の
一
都
市
で
あ
り
、
朱
集
固
は
こ
の

の
ち
南
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
膨
張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と、

そ
の
過
程
で
参
加
し
て
き
た
者
は
、
必
然
的
に
准
水
以
南
の
出
巴身

者
に
限
ら
れ
て
く
る
。
特
に
淑
東
地
方
に
進
出
し
た
の
ち
は
、

嘗
地
の
地
主
階
級
の
大
規
模
な
参
加
が
あ
り
、
彼
ら
の
援
助
が
王
朝
創
設
に
大

@
 

き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
限
り
に
こ
れ
ら
江
南
地
方
に
出
自
す
る
者
を

「
南
人
」
と
い
う
言
葉
で
穂
稿



す
る
な
ら
、
明
王
朝
は
、
南
人
勢
力
を
骨
子
に
し
て
創
設
さ
れ
た
と
い
え
よ

h
。

洪

武

元

年

(

一

三

六

八

〉

正

月

、

今

で

い

う

安
徴
、

江
蘇
、
漸
江
、
江
西
、
湖

北
、
湖
南
、
一
隅
建
北
部
、
そ
れ
に
山
東
と
河
南
の
南
部
と
、
ほ
と
ん
ど
が
黄
河
以
南
の
地
域
で
あ
り
、
侍
統
的
な
中
園
王
朝
に
比
べ
る
と
、
ま

だ
完
全
な
統
一
王
朝
と
呼
べ
る
紋
態
で
は
な
か
っ
た
。
引
き
績
き
急
速
な
勢
い
で
領
土
は
摸
大
し
て
い
た
が
、
新
た
に
領
域
に
加
わ
っ
た
地
域

@
 

で
も
、
准
水
以
北
の
地
は
元
末
の
職
飢
を
直
接
受
け
て
い
た
た
め
、
依
然
と
し
て
そ
の
打
撃
か
ら
立
ち
直
っ
て
い
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
首
時

に
あ
っ
て
は
、
大
都
(
北
卒
)
を
中
心
と
し
て
元
朝
勢
力
が
中
園
奪
還
を
狙
っ
て
お
り
、

華
北
一
稽
は
ま
だ
戦
時
下
に
あ
っ
た
。

従
っ
て
洪
武

元
年
に
明
王
朝
は
誕
生
し
た
と
は
い
え
、
王
朝
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
は
江
南
を
中
心
と
し
た
地
域
に
片
寄
り
、
北
方
の
明
朝
化
は
江
南
に

比
べ
て
は
る
か
に
立
ち
遅
れ
て
い
た
。 朱

元
蕗
は
明
王
朝
樹
立
を
宣
言
し
た
。

こ
の
時
の
領
域
は、

こ
う
し
た
朕
況
下
で
は
、
官
僚
養
成
の
た
め
に
設
置
し
た
「
園
子
皐
ハ
洪
武
十
五
年
以
後
は
園
子
監
)
」
、
あ
る
い
は

「
薦
奉
」
等
の
ル

l
ト
を
逼

- 5 ー

じ
て
吸
牧
さ
れ
て
く
る
官
僚
も
、
多
く
南
人
達
に
占
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
例
え
ば
首
時
の
薦
撃
の
貫
例
を
『
明
貫
録
』
の
中
か
ら
拾

っ
て
み
る
と
、
洪
武
三
年
の
某
月
に
十
九
人
の
者
が
薦
翠
に
よ
っ
て
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
漸
江
出
身
が
六
人
、
江
西
九
人
、
安

徽
一
人
、
快
西
一
人
、
山
西
一
人
、
河
南
一
人
と
い
う
よ
う
に
、
十
九
人
中
十
六
人
が
い
わ
ゆ
る
南
人
で
あ
っ
た
。

@
 

が
、
嘗
時
の
南
人
の
準
出
航
況
の
一
端
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
の
例
読
に
す
ぎ
な
い

つ
ま
り
明
朝
政
権
は
、
地
方
軍
固
と
し
て
の
朱
元
環
集
園
の
頃
か
ら
、
江
南
の
地
主
階
級
を
吸
牧
し
て
膨
張
し、

れ
る
と
彼
ら
が
そ
の
中
心
勢
力
と
な
り
、
新
た
に
政
権
に
参
加
し
て
く
る
の
も
、

嘗
時
の
朕
況
と
し
て
は
江
南
地
域
の
者
に
占
め
ら
れ
て
い
た

一
旦
王
朝
樹
立
が
宣
言
さ

わ
け
で
あ
る
。
初
期
明
王
朝
は
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
南
に
基
盤
を
置
い
た

一
地
方
政
権
が
、
嘗
初
の
形
態
を
残
し
た
ま
ま
、

領
域
的
に

膨
張
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
官
僚
の
大
多
数
が
江
南
に
出
自
し
、
そ
の
江
南
が
王
朝
の
経
済
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と

⑮
 

を
み
れ
ば
、
明
王
朝
を
、
少
な
く
と
も
初
期
明
王
朝
を
、
「
南
人
政
権
」
と
い
う
言
葉
で
代
置
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
る
。

江
南
の
歴
史
的
援
展
の
経
緯
か
ら
い

っ
て、

331 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
に
南
人
政
権
が
成
立
し
え
た
の
は
、

い
わ
ば
必
然
的
な
推
移
で
あ
っ
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た
。
南
宋
以
来
、
江
南
の
経
済
力
は
飛
躍
的
に
膨
張
し、

園
家
の
財
政
的
基
盤
は
、

ほ
と
ん
ど
江
南
に
負
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
明
王
朝
初

期
の
洪
武
二
十
六
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
組
税
糧
二
千
九
百
四
十
四
蔦
除
石
の
う
ち
、
南
直
隷
、
前
江
、
江
西
、
湖
底
の
四
省
の
合
計
は
千
五

。

百
二
高
除
石
で
あ
り
、
全
世
の
約
五
一
%
も
占
め
て
い
た
。

よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
歴
代
の
王
朝
は
経
済
的
中
心
地
の
江
南
に
向
か
っ
て
、

政
治
的
中
心
地
で
あ
る
園
都
を
移
動
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ

は
江
南
の
設
展
に
劉
躍
す
る
も
の
な
の
だ
が
、
例
え
ば
唐
は
政
治
的
中
心
と
し
て
の
長
安
の
ほ
か
に
、
洛
陽
を
東
京
と
し
て
経
済
的
な
都
と
し

た
し
、

宋
は
開
封
に
都
を
置
い
て
さ
ら
に
江
南
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た

の
が
明
王
朝
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
政
治
的
中
心
と
経
済
的
中
心
を
、
南
京
に
都
を
置
く
こ
と
に
よ

っ
て

一
致
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る。

長
い
中
園
の
歴
史
の
中
で
、
南
か
ら
輿
り
南
に
都
を
置
い
て
統
一
王
朝
へ
と
成
長
し
た
の
は
、
明
王
朝
が
最
初
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
政
治

的
に
も
経
済
的
に
も
江
南
に
依
存
す
る
南
人
政
権
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
初
期
明
王
朝
の
特
徴
が
あ
っ
た
。

第

一
に
、
官
僚
の
多
く
が
南
人
で
あ
る
た
め
、
南
京
の
中
央
官
と
江
南
近
迭
に
配
置
さ
れ
た
地
方
官
に
す
れ
ば
、

自
分
達
の
本
接
地
の
中
に

い
る
わ
け
で
、
在
地
と
の
結
び
つ
、
き
が
よ
り
強
固
に
な
り
、

極
め
て
好
都
合
な
肢
態
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、

- 6 ー

終
洪
武
朝
。
馬
戸
部
向
書
者
四
十
蝕
人
。
皆
不
久
於
職
。
績
用
空
著
。

〈『明
史
』
各

二
ニ
八

楊
恩
義
惇
)

と
あ
り
、

経
済
の
中
橋
機
関
で
あ
る
戸
部
の
向
蓄
を
頻
繁
に
移
動
し
て
い
る
。
こ
れ
は
南
京
と
い
う
江
南
の
ど
真
中
に
い
る
た
め
、
と
も
す
れ

ば
結
び
つ
こ
う
と
す
る
中
央
官
僚
と
在
地
と
の
闘
係
に
、
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
の
措
置
だ
っ

た
と
解
さ
れ
る
。

裏
返
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
南
者

が
癒
着
し
や
す
い
開
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

地
方
官
に
つ

い
て
も
同
様
だ
っ

た
。
先
に
も
述
べ
た
が
、

王
朝
成
立
以
前
の
段
階
で
領
域
に
入
っ
た
江
南
近
法
の
地
方
官
は
、

「
太
組
所
克

城
池
。
得
元
朝
官
吏
及
儒
士
費
用
之
。

そ
れ
だ
け
の
官
僚
の
用
意
が
な
か
っ
た
こ
と
と、

嘗
地
で
採
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

首
地
の
貫
情
に
通
じ
て
い
る
者
を
任
命
す
る
方
が
、
よ
り
数
果
的
だ
と
の
判
断
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
、
そ
の
後
江
南
を
中
心
に
し
て
膨
張
設
展
し
た
明
王
朝
の
地
方
官
僚
は
、
薦
翠
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
者
を
任
命
す
る
ほ
か
は、

〈『園
初
事
蹟
』
)」
と
あ
る
よ
う
に、

こ
れ
は
朱
元
滞
集
固
に



ほ
と
ん
ど
が
現
地
調
達
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
王
朝
側
の
方
針
と
し
て
も
、
元
末
の
混
凱
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
同
地
に
長
期
に

⑫
 

わ
た
っ
て
留
ま
ら
せ
る
こ
と
を
得
策
と
し
て
い
た
た
め
、
園
初
段
階
の
江
南
の
地
方
官
に
限
っ

て
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
嘗
地
出
身
者
か
、
何

@
 

ら
か
の
縁
故
の
あ
る
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
南
で
は
地
方
官
と
在
地
と
の
癒
着
が
頴
著
だ
っ

た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
地

方
官
が
多
く
南
人
で
あ
る
こ
と

つ
ま
り
同
郷
的
な
つ
な
が
り
が
、

さ
ら
に
そ
の
傾
向
を
助
長
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
結
び
つ
き
は
、
人
事
の
面
に
も
現
れ
た
。

『
太
租
質
銭
』
洪
武
二
年
二
月
甲
午
の
僚
に
、

上
議
群
臣
目
。
昔
元
時
不
重
名
爵
。
或
以
私
愛
。
楓
授
以
官
職
。
名
難
易
得
。
賓
無
盆
。
於
事
徒
擁
虚
名
而
巴
。
股
今
命
官
必
因
其
才
。

官
之
所
治
。
必
壷
其
事
。
所
以
然
者
。
天
融
不
可
虚
費
也。

と
あ
る
の
は
、
元
朝
を
例
と
し
て
現
肢
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
い
う

「私
愛
」
つ
ま
り
え
こ
ひ
い
き
と
い
う
の
は
、

具
韓
的

に
は
親
族
や
同
郷
の
者
に
封
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
聞
に
は
賄
賂
の
往
来
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
す
で
に
王
朝
成
立
以

⑪
 

前
か
ら
、
何
度
も
「
濫
師
事
の
禁
」
が
出
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
こ
と
は
、
南
か
ら
興
っ
た
王
朝
と
し
て
は
嘗
然
護
生
し
得
る
現
象
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
南
人
政
権
の
持
つ
特
徴
と
い
う

- 7一

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
明
王
朝、が
北
か
ら
興
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
同
様
の
現
象
は
現
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
つ

て
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

経
済
的
先
進
地
の
江
南
で
以
上
の
よ
う
な
弊
害
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
黙
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
南
人
官
僚
と

江
南
地
主
と
の
同
郷
的
よ
し
み
か
ら
生
ま
れ
た
癒
着
が
、
生
産
地
帯
に
起
こ
っ
て
い
た
だ
け
に
、
問
題
は
よ
り
深
刻
で
あ
っ
た
。
江
南
で
の
経

済
的
素
蹴
は
、
す
ぐ
さ
ま
園
家
財
政
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
北
か
ら
興
っ
た
王
朝
と
異
な
る
第

一
黙
で
あ
る
。

第
二
貼
は
、
政
治
的
中
心
地
の
園
都
が
、
経
済
的
中
心
の
江
南
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
膨
大
な
人
口
を
抱
え
た
園
都
が
、
も
と
も

と
膨
大
な
人
口
を
擁
し
て
い
る
江
南
に
置
か
れ
、
し
か
も
そ
の
江
南
こ
そ
経
済
の
先
進
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
産
地
帯
と
消
費
地
待
が

一
致

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、

園
家
経
済
は
南
だ
け
で
循
環
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
来
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、

生
産
地
と
消
費
地
の
一
致
を
常
に

333 
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ラ
ス

の
方
向
か
ら
評
慣
し
て
き
た
が
、
逆
の
考
え
も
ま
た
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
先
述
し
た
南
人
政
権
と
し
て
の
特
徴
を
あ
わ
せ

考
え
れ
ば
、
明
王
朝
は
政
治

・
経
済
あ
る
い
は
文
化
の
面
で
も
、
す
べ
て
南

一
過
倒
の
閉
鎖
的
、
自
己
完
結
的
な
闘
家
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「
北
」
を
も
強
力
に
ま
き
こ
ん
だ
、

い
わ
ゆ
る
中
華
帝
園
H
統
一
王
朝
へ
の
設
展
に
は
、

極
め
て
困
難
な

様
相
を
呈
し
て
し、

7こ
の
で
あつ
る⑮ま
。 り

江
南
の
地
主
階
級
に
と
っ
て
明
王
朝
は
、
自
分
達
の
利
盆
を
守
る
た
め
に
雁
援
し
成
立
し
た
園
家
で
あ
っ
た
。
在
地
の
者
に
す
れ
ば
、
中
央

へ
の
税
糧
織
迭
は
近
距
離
で
す
み
、

官
僚
と
な
っ
て
中
央
官
聴
に
従
事
す
る
者
も
、
南
京
に
都
が
あ
れ
ば
、

っ
て
い
る
わ
け
で
、
有
形
無
形
に
勢
力
の
保
持
に
役
立
っ
た
筈
で
あ
る
。

い
わ
ば
自
分
遠
の
披
貼
に
居
す
わ

つ
ま
り
明
王
朝
は
、
江
南
の
地
主
階
級
の
利
盆
代
癖
機
関
と
し
て
の

性
格
を
、
色
濃
く
持
っ
て
出
渡
し
た
と
い
え
る
。

ひ
と
し
く
北
を
も
含
ん
だ
統
一

王
朝
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

王
朝
の
絶
封
的
な
命
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
官
僚
の
任
用
に
閲
し
て
も、

⑮
 

洪
武
四
年
正
月
に
、
南
人
北
人
の
匡
別
な
く
卒
等
に
扱
っ
て
い
く
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
統
一
王
朝
の
質
現
と
維
持
と
い
う
建
前
か
ら

た
だ
し
王
朝
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
王
朝
は
南
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

- 8ー

た
。
そ
の
た
め
南
一
法
倒
の
朕
況
か
ら
の
脱
却
こ
そ
、

い
え
ば
、
首
然
の
方
針
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
王
朝
樹
立
ま
で
は
一
致
協
力
し
て
き
た
朱
元
路
政
権
と
江
南
地
主
階
級
だ
が
、
王
朝
成
立
と
同
時
に
亀
裂
が
生
ま
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
雨
者
は
補
完
し
合
つ
て
は
じ
め
て
存
在
で
き
る
わ
け
で
、
地
主
階
級
に
と
っ
て
は
王
朝
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
王
朝

側
も
地
主
を
官
僚
と
し
て
、
あ
る
い
は
園
家
財
政
の
負
措
者
と
し
て
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
種
の
自
己
矛
盾
に
あ
い
劉
崎
し
た
と
い

》える。洪
武
朝
の
政
策
は
、
こ
の
自
己
矛
盾
か
ら
の
脱
却
を
主
眼
に
展
開
さ
れ
て
い
旬
。

第
二
掌

南
人
政
権
の
限
界
と
王
朝
の
姿
勢



官
僚
機
構
の
整
備
と
南
人
劉
策

洪
武
元
年
の
王
朝
成
立
首
時
の
領
域
は
先
述
し
た
が
、

そ
の
年
の
末
ま
で
に
新
た
に
河
北
、

山
西
、

贋
東
、
贋
西
が
加
わ
り
、

こ
れ
は
年
々

膨
張
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
園
事
に
携
わ
る
官
僚
の
絶
封
数
が
不
足
し
、

増
員
方
針
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。
先
に
至
正
二
十
五
年
(
一
三
六
五
〉
、

王
朝
と
し
て
は
、
そ
れ
を
補
完
し
よ
う
と
し
て
、
官
僚
の

王
朝
成
立
の
三
年
前
に
設
置
さ
れ
て
い
た
官
僚
養
成
所
と
し
て
の

@
 

因
子
準
は
、
洪
武
元
年
三
月
を
始
め
と
し
て
年
々
搬
張
工
事
を
進
め
、

三
年
に
は
拳
生
の
数
を
一
一
挙
に
増
加
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
三
年

⑮
 

に
は
、
天
下
に
向
か
っ
て
薦
拳
の
詔
を
下
し
、
賢
才
の
獲
得
に
努
め
た
。
新
園
家
の
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
政
務
の
繁
雑
化
か
ら
い
っ
て
嘗
然
の

こ
と
で
、
や
が
て
は

「科
翠
」
の
復
活
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
。

明
王
朝
成
立
の
前
年、

@
 

つ
ま
り
呉
元
年
(
二
ニ
六
七
〉
三
月
に
表
明
さ
れ
て
い
た

科
穆
は
、

そ
の
務
告
通
り

三
年
後
の
洪
武
三
年
八
月
に
貫

- 9ー

施
さ
れ
た
。
嘗
時
の
領
域
か
ら
い
っ
て
四
川
、
貴
州
、
雲
南
の
三
省
は
除
外
さ
れ
た
も
の
の
、
直
隷
と
十
一
の
行
省
で
一
斉
に
郷
試
を
行
い
、

翌
四
年
の
曾
試
と
殿
試
を
経
て
百
二
十
名
の
準
土
が
誕
生
し
た
。
い
か
に
王
朝
、
か
人
材
の
不
足
に
悩
ん
で
い
た
か
は
、

こ
の
た
び
の
曾
試
に
先

@
 

立
っ
て
、

前
年
の
郷
試
合
格
者
の
う
ち
直
隷
で
の
合
格
者
七
十
二
人
に
は
、
前
も
っ
て
官
を
授
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
し
、

さ
ら
に
連

@
 

試
三
年
の
詔
に
則
っ

て
、
三
年
連
縮
し
て
科
翠
を
貫
施
す
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
た
め
四
年
に
は
三
月
に
般
試
を
行
つ

八
月
に
再
び
郷
試
を
穆
行
し
、
そ
の
上
こ
の
た
び
の
郷
試
合
格
者
は、

直
隷
だ
け
で
な
く
す
べ
て
曾
試
を
兎
除
し
て
採
用
す
る
と
い
っ

@
 

た
思
い
切
っ
た
慮
置
ま
で
下
し
て
い
る
。
首
時
の
明
王
朝
が
直
面
し
て
い
た
人
材
不
足
と
い
う
事
態
を
、
最
も
象
徴
す
る
事
件
で
あ
っ
た
。

た
後
、領

土
の
急
激
な
膨
張
と
政
務
の
繁
雑
化
が
、
官
僚
の
絶
針
数
不
足
を
招
き
、

王
朝
は
や
み
く
も
の
人
材
獲
得
に
努
め
た
。

だ
が
こ
の
よ
う
な

施
策
は
、

一
面
で
は
先
述
し
た
商
人
政
権
の
自
己
矛
盾
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
嘗
時
の
朕
況
下
で
は
、

薦
穆
や
科
撃
の
ル

1
ト
を
通

じ
て
吸
牧
さ
れ
て
く
る
者
は
、
多
く
南
人
に
占
め
ら
れ
る
の
も
嘗
然
だ
ろ
う
。

経
済
的
に
遅
れ
た
立
場
に
あ
る
北
方
よ
り
も
、
南
方
の
方
が
は
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る
か
に
有
利
だ
っ
た
し
、
特
に
薦
挙
は
南
人
官
僚
と
の
同
郷
的
繋
が
り
か
ら、

よ
り
有
利
に
展
開
で
き
た
筈
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
南
人
官
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僚
が
、
在
地
の
地
主
遥
と
の
結
託
を
強
め
て
王
朝
の
障
害
物
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
た
び
再
吸
牧
さ
れ
た
南
人
達
も
、
従

-
来
通
り
の
ど
う
ど
う
め
ぐ
り
の
弊
害
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
自
に
見
え
て
レ
た
。

王
朝
側
と
し
て
は
、
何
ら
か
の
方
策
を
打
ち
出
す
必
要
に
迫

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

事
態
を
解
決
す
る
た
め
に
明
朝
政
権
は
、

時
期
に
、
並
行
し
て
開
始
さ
れ
る
、

一
種
の
南
人
抑
制
策
を
打
ち
出
し
た
。
洪
武
四
年
、
つ
ま
り
人
材
獲
得
に
最
も
力
を
入
れ
て
い
た

是
時
吏
部
鐙
選
。
南
北
更
調
。
己
定
鴻
常
例
。
市
有
厭
遠
喜一
む
者
。
往
往
以
南
籍
改
胃
北
籍
。
以
北
籍
胃
南
籍
。
上
聞
之
目
。
凡
治
人
者

必
先
自
治
。
此
輩
立
身
先
己
如
此
。
其
能
治
人
乎
。
識
吏
部
禁
絶
之
。

8
 

と
あ
る
「
南
北
更
調
の
制
」
が
、
そ
の
政
策
の
先
幅
け
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
王
朝
に
も
「
廻
避
の
制
」
と
い
う
、
官
僚
は
自
分
の
出
身
地
に
は
赴
任
で
き
な
い
慣
例
は
あ
っ
た
。
だ
が
南
人
は
北
、

(『
太
租
貫
録
』

洪
武
四
年
十
二
月
丙
戊
〉

北
人
は
南
に
と
い
う
南
北
更
調
の
制
は
、
こ
れ
を
よ
り
徹
底
し
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
南
人
政
権
の
自
己
矛
盾
の
解
決
と
い
う
貼
に
狙
い
が
あ

る
。
南
人
官
僚
を
南
か
ら
引
き
附
附
そ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
働
い
て
お
り
、

官
僚
側
に
は
勢
力
基
盤
の
断
絶
、
在
地
地
主
側
に
は
南
人
官
僚
と

@
 

を
目
的
に
し
た
に
違
い
な
い
。

- 10ー

の
癒
着
排
除
、

こ
の
よ
う
な
商
人
抑
制
策
は
、
官
僚
の
採
用
面
に
も
現
れ
た
。
例
え
ば
洪
武
四
年
三
月
の
殿
試
の
合
格
者
は
、
合
計
百
二
十
名
の
う
ち
高
麗

@
 

出
身
者

一
人
を
除
く
と
、
南
人
八
十
八
人
に
針
し
北
人
三
十

一
人
で
あ
っ
た
。

北
人
の
中
で
も
、
十
九
人
は
下
位
の
五
十
番
内
で
合
格
し
て
お

り
、
無
理
に
合
格
さ
せ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
し
て
も
南
人
三
に
射
し
て
北
人
一
と
、
匪
倒
的
に
南
人
が
優
勢
を
占
め

@
 

た
の
で
あ
る
。
王
朝
側
の
方
針
は
、
明
ら
か
に
北
人
の
獲
得
に
意
が
注
が
れ
て
い
た
も
の
の
、
ま
だ
そ
の
意
固
に
添
う
結
果
で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
同
四
年
八
月
に
買
施
さ
れ
た
第
二
回
目
の
郷
試
で
、
曾
試
を
菟
除
し
て
す
べ
て
の
穆
人
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
官
僚
の
急
造

だ
け
で
な
く
、
内
質
は
南
人
が
多
く
合
格
す
る
曾
試
を
や
め
、
む
し
ろ
北
人
を
も
含
め
て
、
全
園
か
ら
一
様
に
採
用
し
た
い
と
い
う
主
旨
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
。



さ
て
、
こ
の
科
懇
は
連
試
三
年
の
詔
に
則
っ

て
、
洪
武
五
年
に
第
三
回
目
の
郷
試
が
貰
施
さ
れ
る
が
、

合
格
者
が
翌
六
年
二
月
の
曾
試
の
た

め
に
上
京
し
て
く
る
と
、
突
渡
的
か
っ

一
方
的
に
科
奉
の
腹
止
が
通
告
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
贋
止
の
理
由
に
、

「
科
奉
の
合
格
者
は
多
く
後
生

@
 

の
少
年
で
、
文
詞
に
は
長
じ
て
い
る
が
質
際
の
役
に
は
立
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
摩
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
頃
の
文
士
は
口
先
だ
け
で
役
に
立
た
な
い
と
い
う
苦
言
は
、
す
で
に
科
拳
の
施
行
さ
れ
る
以
前
に
、
洪
武
帝
の
口
か
ら
何
度

@
 

も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
何
も
こ
の
時
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、

「江
北
之
人
。
文
調
質
質
。

江
南
之
人
。

文
詞
盟
贈
。

@
 

故
試
官
取
南
人
恒
多
。
北
人
恒
少
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
詞
に
長
じ
て
い
る
の
は
南
人
で
あ
る
、
と
い
う
黙
に
問
題
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
嘗
時
の
情
勢
下
で
は
、
科
聞
事
を
買
施
す
れ
ば
合
格
者
の
多
く
は
南
人
で
あ
る
た
め
、
曾
試
兎
除
な
ど
と
い
う
嬰
則
的
な
形
も
解
消
し
、

こ
の
際
一
気
に
科
翠
の
底
止
に
ふ
み
き

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
王
朝
の
狙
い
が
南
人
抑
制
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
科
拳
底
止
の

一
カ
月
前
の

洪
武
六
年
正
月
に
、
第
三
回
目
郷
試
合
格
者
の
う
ち
、
河
南
と
山
東
出
身
の
い
わ
ゆ
る
北
人
の
中
か
ら
は
、
汲
め
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

@
 

わ
か
る
だ
ろ
う
。

@
 

科
穆
蹟
止
か
ら
二
カ
月
後
の
洪
武
六
年
四
月
、
再
び
全
園
に
向
か
っ
て
薦
奉
の
詔
が
下
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
科
摩
の
代
用
と
し
て
の
薦
暴
で

@
 

は
な
く
、
む
し
ろ
全
園
か
ら
|
特
に
北
方
か
ら
|
均
等
に
採
用
で
き
る
も
の
と
し
て
、
王
朝
側
が
よ
り
重
視
し
た
も
の
と
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
一

連
の
南
人
抑
制
策
も
、
根
本
的
な
問
題
解
決
策
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。
科
摩
の
底
止
に
し
て
も
一
時
的
な
南
人
の
進

出
抑
止
策
で
、
洪
武
四
年
に
施
行
さ
れ
た
南
北
更
調
の
制
も
、
以
後
の
任
命
者
に
劃
す
る
方
針
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
領
域
に
入
っ
た
地
域

|
特
に
江
南
近
濯
で
は
、
現
地
調
達
さ
れ
た
官
僚
達
が
、
そ
の
ま
ま
存
績
し
て
い
た
。

-11ー

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

科
摩
の
底
止
も
南
北
更
調
の
制
も
、

南
人
政
権
が
内
識
す
る
弊
害
へ
の
糊
塗
策
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
は
圏
内
の
安
定
が
前
提
だ
が、

根
本
的
な
自
己

矛
盾
の
解
消
に
は

新
た
な
荒
療
治
が
必
要
だ
っ
た
。

そ
の
時
期
は

洪
武
九
年
に
訪
れ
る
こ
と
に
な

る。
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「
空
印
の
案
」

と
「
胡
惟
庸
の
獄
」

洪
武
九
年
頃
に
な
る
と
、

そ
れ
ま
で
王
朝
に
と
っ

て
最
大
の
闘
心
事
だ
っ
た
北
泌
防
備
に
、
幾
分
の
ゆ
と
り
が
出
て
き
た
。
洪
武
元
年
八
月

カ
ラ
コ
ル
ム
に
と
ど
ま
っ
て
中
闘
奪
回
を
狙
っ
て
い
た
北
元
勢
力
は
、
洪
武
八
年
八
月
に
中
心
人
物
の
披
郭
帖
木

見
が
死
ん
で
、
大
き
く
勢
力
を
後
退
し
た
。
そ
れ
ま
で
北
元
勢
力
に
備
え
て
北
方
に
多
く
の
武
賂
を
波
遣
し、

華
北
を
軍
政
下
に
置
い
て
い
た

@
 

明
朝
政
権
も
、
九
年
七
月
に
は
侍
友
徳
一

人
を
残
し
て
武
絡
の
線
引
き
上
げ
を
開
始
し
、
外
政
に
い
く
ば
く
か
の
徐
裕
を
生
じ
る
に
至
っ
た
。

外
政
か
ら
内
政
へ
目
を
向
け
る

一
つ
の
鞠
機
が
、
で
き
あ
‘
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
大
都
を
追
わ
れ
て
以
来
、

こ
の
頃
、
王
朝
内
部
で
も
統

一
直
後
の
激
動
期
を
鰹
て、

安
定
期
に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
。
元
末
の
混
飢
で
荒
底
し
て
い
た
土
地
も
年
々
回

復
さ
れ、

江
南
地
方
に
は
糧
長
な
ど
も
設
け
ら
れ
て、

賦
役
制
度
の
面
で
も
充
貨
が
園
ら
れ
た
。
生
産
力
も
年
を
追
っ

て
増
加
し
、
洪
武
九
年

ほ
と
ん
ど
全
閣
に
わ
た
る
克
税
や
減
税
が
行
え
る
ま
で
に
園
力
は
回
復
し
た
の
で
あ
旬
。

こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に、

明
朝
政
権
は

一
つ
の
政
策
に
と
り
か
か
る
。
こ
れ
が

「
空
印
の
案
」
と
呼
ば
れ
る
疑
獄
事
件
で
あ
っ
た
。

除。

従
来
こ
の
案
は
、
の
ち
の

「胡
惟
庸
の
獄
」
や
「
藍
玉
の
獄
」
に
比
べ
て
、

不
思
議
な
ほ
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
朝
政
権
の

か
な
り
重
要
な
意
義
を
持
っ

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
私
な
り
の
解
稗
を
提
示
し
て
み
た
い
。
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に
至
っ

て、

確
立
過
程
上
、

嘗
時
、
行
省
や
府
州
照
の
官
聴
は
、

毎
年
中
央
の
戸
部
に
脅
吏
を
出
頭
さ
せ
、
そ
の
年
の
地
方
財
政
の
牧
支
決
算
を
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ

た
。
そ
の
際
、
書
類
取
り
扱
い
の
規
定
で
、
手
績
き
完
了
後
に
戸
部
と
地
方
官
臆
の
認
印
が
必
要
だ
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
官
臨
は
中
央
か
ら

速
く
離
れ
て
い
る
た
め

戸
部
で
の
照
合
を
行
う
前
に
、

執
は
め
カ
ラ

(
空
)
印
を
押
し
た
書
類
を
携
帯
し、

一
度
地
方
に
引
き
返
し
長
官
の
印

を
も
ら
い
直
す
と
い
う
、
二
度
手
聞
を
省
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
空
印
の
案

ιは
、
こ

の
過
程
で
弊
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
起
こ
さ

れ
た
疑
獄
事
件
で
、
車
に
書
類
を
携
帯
し
た
符
吏
だ
け
で
な
く
、

空
印
に
携
っ
た
行
省
や
府
州
臓
の
官
僚
ま
で
、
手
厳
し
い
慮
罰
が
加
え
ら
れ

@
 

た
事
件
で
あ
っ
た
。



と
こ
ろ
で
こ
の
突
然
の
事
件
は
、
嘗
時
の
官
僚
達
に
封
し
て
意
外
の
感
を
興
え
た
よ
う
だ
。
空
印
文
書
の
携
州
市
は
や
国
時
の
慣
例
で
、
何
も
こ

の
年
か
ら
始
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
地
方
官
達
は
空
印
文
書
を
嘗
然
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
し
、

王
朝
側
も
何

@
 

の
抵
抗
も
な
く
虚
理
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
急
に
弊
害
を
生
じ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で、

一
度
の
警
告
も
な
く
罰
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
事
件

の
特
色
が
あ
っ
た
。

事
件
の
勃
護
紋
況
に
見
ら
れ
る
こ
の
不
自
然
さ
は
、
鹿
罰
の
封
象
者
に

つ
い
て
も
い
え
る
。

首
時
寛
罪
を
訴
え
る
者
が
頻
出
し
た
こ
と
が
、

そ
の
こ
と
を
如
買
に
物
語
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
洪
武
九
年
の
閏
九
月
に
星
獲
が
起
こ
り
、

不
吉
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
直
言
を
求
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
時
、

官
僚
達
は

欝
積
し
て
い
た
不
満
を
一
家
に
爆
設
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
空
印
の
案
は
賓
不
買
を
問
わ
ず
に
多
く
の
官
吏
を
庭

罰
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
自
身
王
朝
側
が
罪
名
と
し
て
奉
げ
た
理
由
に
、
と
ま
ど
っ
て
い
る
の
が
貫
情
で
あ
っ
た
。
身
に
費
え

@
 

の
な
い
罪
を
き
せ
ら
れ
、
ど
う
封
躍
し
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
レ
う
の
が
、
大
方
の
官
僚
達
の
欣
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
考
え
る
と、

空
印
の
案
は

一
種
の
担
造
事
件
で
あ
り
、

空
印
文
書
云
々
を
表
向
き
の
理
由
に
、
他
に
何
ら
か
の
目
的

- 13ー

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
私
は
、
こ
の
案
こ
そ
王
朝
成
立
遁
程
で
任
命
し
て
き
た
多
く
の
地
方
官
|
特
に
初
期
の
段
階
で
加
わ

っ
た
江
南
近

過
の
南
人
官
僚
1

に
劃
し
て
行
っ
た
、

一
大
刷
新
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

⑩
 

こ
の
事
件
は
地
方
官
に
封
し
て
起
こ
さ
れ
、
行
省
と
か
府
州
豚
の
官
僚
が
薩
罰
の
封
象
に
な
っ
た
。
多
く
の
官
僚
が
、
読
殺
さ
れ
た
り
流
罪

に
慮
せ
ら
れ
た
り
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
罪
を
得
た
官
僚
に
か
わ
っ
て
、
明
朝
政
権
は
百
人
単
位
で
、
地
方
官
の
組
入
れ
替
え
を
行
っ

て

@
 

い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
多
数
の
異
動
が
で
き
る
に
は
、

そ
れ
に
か
わ
る
人
材
が
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、

王
朝
側
の
自
信
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
こ
と
は
、
王
朝
の
基
盤
が
確
定
し
て
こ
そ
で
き
る
措
置
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
洪
武
九
年
は
内
外
と
も
安

定
を
得
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
時
を
見
計
ら
っ
て
計
劃
的
に
起
こ
さ
れ
た
の
が
、

空
印
の
案
だ
っ
た
と
考
え
た
い
。

こ
の
年
の
十
二
月
に
官
吏

さ
ら
に
有
数
に
し
よ
う
と
の
措
置
で
あ
っ
た
筈
で
あ
旬
。
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の
考
課
が
確
立
す
る
が
、
同
案
に
よ
る
地
方
官
の
刷
新
を
、
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と
こ
ろ
で
空
印
の
案
に
は
、
見
落
と
せ
な
い
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
義
が
存
在
し
た
。
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
、

地
方
の
最
高
行
政
府
で
あ
っ

た
行
中
書
省
(
行
省
)
を
底
止
し
た
こ
と
で
あ
る。

そ
れ
も
元
代
の
行
省
の
性
絡
を
受
け
つ

い
だ
も
の
で
、
地
方
分
権
的
な
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
王
朝

の
成
立
過
程
で
明
朝
獄
自
の
も
の
を
確
立
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、
元
朝
の
制
度
を
踏
襲
す
る
の
も
成
り
行
き
で
あ
り
、
風
俗
や
官
制
な
ど
種

@
 

々
の
面
で
、
元
朝
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
行
省
と
い
う
元
朝
樹
特
の
制
度
を
採
用
し
た
の
も
、
し
ご
く
嘗
然
の
こ
と
で
あ

⑬
 

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
書
省
の
出
先
機
聞
と
し
て
軍
政

・
民
政
の
雨
者
を
統
轄
し
、

地
方
で
大
き
な
権
力
を
握
っ
て

い
た
行
省
は
、
中
央

省
時
行
省
は
全
園
で
十
一
あ
り
、

集
権
化
、
ひ
い
て
は
皇
帝
権
の
紹
針
化
を
究
極
の
命
題
と
す
る
王
朝
側
の
方
針
と
、

本
質
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
面
を
持
っ
て
い
た
。
空
印
の
案
に

よ
る
地
方
官
僚
の
粛
清
と
同
時
に
、

行
政
機
構
面
で
は
行
省
の
底
止
へ
と
、

一
気
に
踏
み
切

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

洪
武
九
年
六
月
に
、
新
た
に
布
政
使
司
か
設
置
さ
れ
る
が

こ
の
職
制
は
、

行
省
と
遣
っ

て
軍
政
へ
の
権
限
は
な
く
、
患
に
民
政
だ
け
を
措

- 14ー

嘗
し
た
。
そ
の
分
だ
け
地
方
官
の
権
限
は
縮
少
さ
れ
、
皇
帝
機
は
伸
長
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
新
設
さ
れ
た
布
政
使
司
の
長
官
、
布
政
使
の
ロ
川
秩
は
、
正
二
品
で
あ

っ
た
。
首
時
、
中
央
の
六
部
向
書
が
正
三
品
だ
か
ら
、

そ
れ

よ
り
も
上
位
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
六
部
の
上
に
は
宰
相
府
の
中
書
省
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
中
央
と
地
方
の
統
属
関
係
は
保
た
れ
て
い
た
。

@
 

だ
が
首
の
中
害
省
が
、
九
年
頃
か
ら
は
次
第
に
腰
止
の
方
向
に
向
か
っ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
洪
武
九
年
の
布
政
使
司
の
設
置
で
は
ま
だ
、
行
省

に
到
す
る
改
革
は
完
了
し
た
と
は
い
え
な
い
。
洪
武
十
三
年
正
月
の
中
書
省
の
股
止
で
六
部
が
昇
格
、
こ
の
時
貼
で
六
部
向
者
は
正
二
品
、
布

政
使
は
正
三
品
と
、
中
央
・
地
方
の
新
統
属
関
係
が
完
全
に
確
立
す
る
ま
で
、
延
長
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
と
に
中
古
省
は
、
胡
惟
席
の
獄
と
い
う
疑
総
事
件
を
直
接
的
原
因
と
し
て
股
止
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
レ
る
。
と
す
る
と
こ
の
事
件
の
背
景

も
、
洪
武
十
三
年
に
突
渡
的
に
起
こ
っ
た
と
い
う
従
来
の
見
方
で
は
的
確
で
な
く
、
む
し
ろ
空
印
の
案
の
延
長
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
ま
工
、
‘

。

マ
t
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つ
ま
り
、
地
方
の
官
僚
に
到
し
て
起
こ
さ
れ
た
の
が
空
印
の
案
で
あ
り
、
中
央
で
惹
起
さ
れ
た
の
が
、
胡
惟
腐
の
獄
で
あ
っ
た

と
理
解
し
た
い
。



胡
惟
庸
の
獄
は
著
名
な
た
め
詳
し
い
説
明
は
省
く
が
、
要
は
中
書
左
丞
相
、
つ
ま
り
宰
相
の
胡
惟
庸
が
、

謀
叛
を
企
て
た
と
い
う
こ
と
で
起

こ
さ
れ
、
連
坐
者
一
高
五
千
に
も
上
る
大
疑
獄
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
数
日
後
に
は
中
書
省
が
康
止
さ
れ
、
新
た
に
六
部
が
昇
格
し
て

官
僚
機
構
の
ト
ッ
プ
に
立
ち
、
擢
力
の
分
散
化
が
行
わ
れ
た
。
帝
権
に
劃
抗
で
き
る
地
位
に
あ
る
相
樺
を
排
除
し
、
濁
裁
臨
制
の
強
化
が
圃
ら

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

胡
惟
庸
の
謀
叛
が
、
中
書
省
を
肢
止
す
る
た
め
の
担
造
事
件
だ

っ
た
こ
と
は
、
大
方
の
常
識
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
握
造
事
件
が
起
こ
さ

れ
る
背
景
は
、
嘗
時
十
分
に
成
熟
し
て
い
た
。
例
え
ば
胡
惟
庸
は
政
擢
内
部
で
徒
議
を
組
ん
で
汲
闘
を
つ
く
っ
た
り
、
あ
る
い
は
商
人
や
大
地

⑬
 

主
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
、
勢
力
の
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
等
、
多
く
の
史
料
が
物
語
っ

て
い
る
。
特
に
前
者
の
汲
閥
に
閲
し
て
は
、

初
事
蹟
』
に
、

『
園

楊
憲
:
:
:
陸
御
史
蓋
中
丞
。
太
租
嘗
日
。
憲
可
居
在
位
。
憲
数
言
。
李
善
長
無
大
材
。
胡
惟
庸
謂
善
長
日
。
楊
憲
魚
相
。
我
等
准
人
不
得

と
あ
り
、
山
西
出
身
の
楊
憲
の
排
除
を
狙

っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

い
わ
ば
南
人
同
士
の
同
郷
的
な
結
び
つ
き
に
由
来
す
る
黙
も
大
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矯
大
官
会
。

き
か
っ
た
。

@
 

ま
た
、
民
間
人
の
中
で
も
糧
長
な
ど
の
大
地
主
と
の
癒
着
は
、
明
朝
嘗
局
が
最
も
頭
を
痛
め
た
官
僚
と
江
南
地
主
の
癒
着
と
い
う
、
南
人
政

権
の
病
弊
が
も
ろ
に
表
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
官
僚
機
構
の
ト
ッ
プ
に
立
ち
、
帝
穫
に
封
抗
で
き
る
地
位
に

い
る
者
が
こ
の
よ
う
な
弊
害
を

生
み
、
ま
た
そ
の
こ
と
で
自
己
肥
大
を
困
っ
て
い
る
現
寅
を
み
れ
ば
、
洪
武
帝
が
宰
相
職
の
駿
止
へ
と
向
か
う
の
は
首
然
の
こ
と
だ
っ
た
ろ

う
。
胡
惟
庸

一
人
を
殺
し
て
も
、
宰
相
職
を
置
き
南
京
に
都
し
績
け
る
限
り
、
第
二
の
胡
惟
庸
が
現
れ
な
い
と
い
う
保
護
は
ど
こ
に
も
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
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従
来
、
胡
惟
庸
の
獄
は
政
権
内
部
で
の
帝
権
と
相
権
の
擢
力
闘
争
と
し
て
解
樟
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
政
権
基
盤
の
あ
り
様
か
ら

み
て
、
空
印
の
案
と
同
様
、
南
人
政
権
の
自
己
矛
盾
に
端
を
設
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
、
在
地
地
主
の
側
に
も
徹
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底
し
た
庭
置
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

い
わ
ゆ
る
土
豪

・
大
地
主
を
徹
底
的
に
弾
座
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う

@
 

な
籍
授
の
ほ
か
、
移
従
政
策
に
よ
っ
て
在
地
で
の
勢
力
を
根
こ
そ
ぎ
く
つ
が
え
し
て
し
ま
っ

た
。
こ
う
し
た
慮
置
は
、
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の

例
え
ば
、

る
よ
う
に
、
胡
惟
府
の
獄
に
連
坐
さ
せ
て
、
江
南
の
釦
室

・
故
家
、

「
時
限
通
財
紫
典
之
誌
。
犯
者
不
問
宜
不
買
。
必
死
而
覆
其
家。

:
・
:
嘗
是
時
。

新
東
西
鎧
室
故
家
。

@
 

多
以
罪
傾
其
宗。
」
と
あ

が
王
朝
支
配
の
障
害
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て

「通
財
議
血
ハ
之
諒
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
官
僚
と
の
癒
着
が
顛
著
だ
っ
た
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
政
権
の
自
己
矛
盾
解
消
の
た
め
に
、
官
僚
機
構
内
部
と
在
地
と
の
南
面
で
、
並
行
し
て
起
こ
さ
れ
た
の
が
、
洪

武
九
年
に
始
ま
る
こ
の
た
び
の
改
革
で
あ
っ

た
。
従
っ

て、

一
方
が
中
書
省
、
行
省
に
代
わ
る
新
た
な
六
部
H
布
政
使
司
健
制
と
し
て
結
寅
し

た
の
に
封
し
、
他
方
も
同
じ
く
新
制
度
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
が
他
な
ら
ぬ

「
里
甲
制
」
で
あ
る
。

9
 

洪
武
十
四
年
正
月
に
正
式
に
施
行
さ
れ
た
里
甲
制
は
、
そ
れ
ま
で
の
糧
長
を
中
心
と
し
た
租
税
徴
牧
鐙
系
か
ら
、
里
長
を
中
心
と
し
た
里
皐

位
の
も
の
に
陣
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
里
甲
制
施
行
以
前
の
糧
長
が
、
恐
ら
く
は
在
地
で
の
有
形
無
形
の
権
威
に
頼
っ
て
租
税
の
徴
牧
を
行

っ
て
い
た
の
に
射
し、

里
甲
制
は
一
つ
の
組
織
的
な
制
度
と
し
て
機
能
を
護
婦
し
た
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
大
地
主
等
を
粛
清
し
た
の
ち
施
行
し
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た
と
い
う
貼
に
、
王
朝
側
が
農
民
を

一
律
化
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
安
勢
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
翌
洪
武
十
五
年
四
月
に
糧
長
を
一

旦
慶
止

⑪
 

そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ

て
い
る
。
だ
が
理
念
的
に
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
現
買
に
は
皇
内
の
里
長
戸

・
甲
首
戸
と
い
う
身
分
序

し
た
の
は
、

列
を
、

や
は
り
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
徴
税
を
責
任
を
持
っ
て
請
負
わ
さ
れ
た
里
長
戸
は
、

あ
い
か
わ
ら
ず
富
裕
な
地
主
階
級
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
徹
底
的
に
弾
座
し
た
筈
の
大
地
主
だ
が
、
開
閉
平
に
消
滅
し
ょ
う
も
な
く
、
こ

の
の
ち
も
数
多
く
存
在
し
績
け
た
。

レ
わ
ば
地
主
階
級
の
協
力
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
明
王
朝
と
す
れ
ば
、
地
主
全
て
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

結
局
、
江
南
地
方

で
目
立
っ
て
弊
害
を
起
こ
し
て
い
る
土
豪

・
大
地
主
を
、
個
別
的
に
整
理
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
明
王
朝
そ

の
も
の
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
こ
の
時
制
定
さ
れ
た
里
甲
制
は
、
皇
帝
権
の
強
化
を
志
向
す
る
王
朝
側
の
、

封
す
る
組
織
化
で
あ
り
、
そ
の
分
だ
け
従
来
の
位
制
よ
り
も
、
王
朝
支
配
に
と

っ
て
は
一
歩
前
進
し
た
も
の
に
違
い
な
か

っ
た
。

一
般
民
衆
に



賦
役
制
度
の
改
革
と
は
別
に
、
官
僚
と
地
主
と
の
癒
着
と
い
う
面
で
も
刷
新
が
園
ら
れ
た
。
先
に
洪
武
四
年
に
施
行
さ
れ
て
い
た
南
北
更
調

の
制
を
、
さ
ら
に
徹
底
し
た
も
の
に
改
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
胡
惟
庸
の
獄
勃
設
か
ら
わ
ず
か
数
日
後
の
洪
武
十
三
年
正
月
に
施
行

@
 

さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
漠
然
と
南
北
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
を
、
各
省
出
身
者
ご
と
の
任
命
地
が
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

@

@

 

ま
た
官
吏
の
牧
賄
に
闘
し
で
も
、
同
四
年
に
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、

今
度
は
贈
賄
者
に
射
し
で
も
巌
し
い
慮
罰
が
定
め
ら
れ
た
。
要
す

る
に
、

洪
武
四
年
段
階
で
は
、

首
時
生
じ
て
い
た
弊
害
の
そ
れ
以
上
の
増
大
を
防
ぐ
意
味
で
制
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
法
令
が
、
洪
武
九
年
か
ら

十
三
年
に
か
け
て
の
改
革
で
、
一
一
隆
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
の
ち
、
今
度
は
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
徹
底
さ
れ
た
と
い
え
る
。
胡
惟
庸
の

@
 

獄
か
ら
二
年
後
の
洪
武
十
五
年
八
月
に
、
科
奉
の
再
開
が
表
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
贋
止
の
直
接
的
原
因
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
た
び
の
改
革
を

経
て
、
始
め
て
賀
行
で
き
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

南
人
政
権
の
限
界
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
て
行
わ
れ
た
改
革
は
、
結
果
的
に
は
、
六
部
H
布
政
使
司
臨
制
と
里
甲
制
の
施
行
と
い
う
形
と
な
っ

て
現
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
雨
者
は
、
基
本
的
に
は
箆
化
す
る
こ
と
な
く
明
末
ま
で
存
績
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
胡
惟
庸
の
獄
を
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経
た
時
期
こ
そ
、
明
朝
支
配
の
確
立
期
だ
っ
た
と
み
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

第
三
章

統
一
王
朝
に
お
け
る
建
都
問
題

明
王
朝
の
南
人
政
権
と
し
て
の
矛
盾
を
、
鐙
制
内
で
止
揚
し
た
の
が
、
洪
武
九
年
か
ら
十
三
年
に
わ
た
る
改
革
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
「
鐙
制
内
」
と
い
う
断
り
を
つ
け
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
か
に
官
僚
の
首
を
す
げ
替
え
、
疑
獄
を
担
造
し
、

制
度
を
い
じ

っ
て
も
、
南
京
に
都
を
置
い
た
ま
ま
で
は
、

最
終
的
に

員
の
王
朝
支
配
は
確
立
し
な
か

っ
た
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
統

一
王
朝
と
い
う
見
地
か
ら
は
、

依
然
と
し
て
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
南
に
基
盤
を
置
い
た
閉
鎖
的
な
政
権
で
あ
る
わ
け
で
、

中
央
の

南
人
官
僚
に
と
っ
て
も
、

江
南
の
地
主
階
級
に
と
っ
て
も
、

、
お
互
い
に
南
京
と
い
う
都
を
接
貼
に
、

従
前
通
り
の
癒
着
を
生
み
出
す
可
能
性
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は
、
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
、
園
都
と
い
う
大
消
費
地
が
江
南
と
レ
う
大
生
産
地
の
良
中
に
あ
る
こ
と
は
、
生
産
と
消
費
が
主
に
南
だ
け
で
循
環

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
は
北
ま
で
含
ん
だ

E
大
な
流
通
機
構
の
護
達
す
る
除
地
も
な
く
、
南
だ
け
で
自
己
完
結
し
た
閉
鎖
的
な
園
家

に
な
る
危
険
性
が
あ
っ
た
。
し
か
も
首
時
の
南
人
政
権
と
い
う
賀
情
を
あ
わ
せ
み
れ
ば
、
南
の
地
に
都
を
置
い
た
ま
ま
で
は
、
北
を
見
捨
て
る

結
果
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

主
階
級
の
論
理
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
、
南
京
は
政
治

・
経
済

・
文
化
の
三
位
一
般
の
長
所
を
備
え
た
都
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
南
人
官
僚
や
江
南
の
地

王
朝
側
に
す
れ
ば
、
む
し
ろ
南
京
か
ら
都
を
遠
ざ
け
る
こ
と
こ
そ
、
統

一
政
権
維
持
の
絶
叫
到
前
提
で
あ

っ
た
。

同
時
に
建
都
問
題
に
関
し
て
は

い
ま
一

つ
の
フ
ァ
ク

タ
ー
で
あ
る
北
方
防
衛
問
題
も
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
園
は
絶
え
ず
北
方
民
族
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
園
土
防
衛
の

た
め
に
北
方
に
軍
事
力
を
確
立
し
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
南
に
政
治
的
基
盤
を
置
い
た
ま
ま
北
方
に
軍
事
権
を
確
立
す
れ
ば
、
閣
内
に

二
つ

の
中
心
地
が
生
ま
れ
る
可
能
性
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も
あ
り
、
統
一
王
朝
の
建
前
か
ら
い

っ
て
決
し
て
望
ま
し
い
状
態
で
は
な
い
。
特
に
南
京
な
ど
の
南
に
片
寄
っ
た
地
に
都
を
置
け
ば
、
北
方
の

軍
事
に
劃
す
る
統
制
力
も
弱
ま
り
、
ま
か
り
ま
ち
が
え
ば
、
唐
末
の
藩
銀
の
よ
う
な
大
き
な
勢
力
が
、
北
方
に
生
ま
れ
る
危
険
性
も
あ

っ
た
。

こ
の
瓢
で
、
明
王
朝
は
極
め
て
困
難
な
局
面
に
立
た
さ
れ
た
と
い
え
る
。

要
す
る
に
、
統
一
王
朝
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

ど
こ
か
北
の
地
に
遷
都
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
建
都
問
題
も
、

王
朝
側
と
南
人
勢
力
の
雨
者
の
相
班
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
。

南
京
実
都
と
諸
王
の
分
封

@
 

明
朝
政
機
の
成
立
過
程
か
ら
い
え
ば
、
戦
略
上

・
経
済
上
で
都
に
最
適
の
地
は
、
金
陵
(
南
京
)
で
あ
っ
た
。
首
地
が
明
王
朝
の
都
と
な
っ

た
の
は
至
正
十
六
年
(
一
三
五
六
)
、
朱
元
部
集
固
が
揚
子
江
を
渡
江
し
た
翌
年
で
、
同
年
、
元
朝
の
集
慶
路
を
攻
略
す
る
と
同
時
に
決
定
さ
れ

た
。
嘗
時
、
朱
集
閣
は
鳳
陽
の
郭
子
輿
集
固
か
ら
濁
立
し
て
南
下
し
て
い
る
最
中
で
、
ま
だ
根
様
地
も
定
ま
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
年



々
膨
張
し
て
い
く
自
集
園
の
食
糧
を
補
給
し
、
戦
略
的
に
も
恰
好
な
土
地
を
早
急
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
意
味
で
俄
然
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
南
京
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
洪
武
元
年
に
明
王
朝
が
誕
生
す
る
と
、
改
め
て
建
都
問
題
が
論
議
さ
れ
、

@
 

と
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
新
た
に
大
梁
を
北
京
と
決
め
た
の
は
、
統
一
王
朝
の
都
た
る
も
の
は
中
原
の
地
に
あ
る
べ
き
で
、
南
京
で
は
南

す
ぎ
る
と
い
う
意
識
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
嘗
時
の
紋
況
か
ら
い

っ
て、

遷
都
な
ど
す
ぐ
に
行
え
よ
う
も
な
く
、
北
京
は
名
目
的
な
都
と

同
年
八
月
に
金
陵
を
南
京
、

大
梁
〈
開
封
〉
を
北
京

し
て
置
か
れ
た
だ
け
で
、
貫
際
の
政
治
的
中
心
は
南
京
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
時
貼
で
、
新
た
に
大
梁
を
北
京
と
し
た
り
、

こ
の
の
ち
諸
説

@
 

紛
々
と
し
て
建
都
の
候
補
地
が
出
た
こ
と
を
思
え
ば
、
す
で
に
南
京
と
い
う
都
の
限
界
に
、
あ
る
程
度
は
気
附
い
て
い
た
こ
と
も
議
想
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
最
後
は
洪
武
帝
の
裁
断
で
、
従
来
通
り
南
京
に
都
を
置
く
こ
と
に
決
め
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
に、

お
お
よ
そ
次
の
三
つ
が
奉
げ

ら
れ
よ
う
。

第
一
に
は
、
人
民
が
ま
だ
元
末
の
混
凱
か
ら
立
ち
直
っ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
新
た
に
建
都
を
す
れ
ば
多
く
の
負
措
を
か
け
、
彼
ら
を
疲
弊
さ

せ
る
と
の
判
断
か
ら
。
第
二
に
、

王
朝
が
成
立
し
た
と
い

っ
て
も
、
元
の
都
で
あ
っ
た
大
都
は
陥
落
し
た
ば
か
り
で
、
北
走
し
た
元
帝
は
上
都
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に
留
ま
っ

て
内
地
を
窺
っ
て
お
り
、
北
方
は
い
ま
だ
軍
政
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
ん
な
状
態
で
は
、

い
く
ら
建
都
の
候
補
地
と
し
て
北
方
の

地
を
摩
げ
て
も
、
現
質
的
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。

第
三
に
、
明
朝
政
権
の
成
立
過
程
で
協
力
し
て
き
た
地
主
階
級
、
あ
る
い
は
官
僚
機
構
内
部

に
参
劃
し
て
い
る
連
中
の
多
く
が
、
江
南
近
濯
に
基
盤
を
持
つ
者
だ
っ
た
こ
と
。
彼
ら
に
と
っ
て
遷
都
さ
れ
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
も
経
済
的

に
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
南
京
以
外
の
地
へ
の
遷
都
に
は
、
嘗
然
反
封
し
た
も
の
と
議
想
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
南
京
を
都
と
し
て
お
く
限
り
、
北
方
に
劃
し
て
も
何
ら
か
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
出
て
き
た
。
南
京
実
都
に
伴
う
北
方
防
備
の

後
退
を
、
強
大
な
軍
事
権
の
分
立
を
許
さ
な
い
形
で
、
北
方
に
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
欣
況
で
王
朝
側
の
採
っ

た
方
策
は
、

洪
武
帝
の
諸
子
に
軍
事
権
を
持
た
せ
、
北
方
に
分
封
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
武
将
に
軍
事
権
を
興
え
配
置
す
れ
ば
、

レ
つ
大
き
な

と
洪
武
帝
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
い
く
ら
血
縁
で
も
、
皇
帝
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勢
力
に
な
る
と
も
限
ら
な
い
。
自
分
の
子
供
な
ら
そ
の
心
配
だ
け
は
な
い
、
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擢
の
組
制
到
化
路
線
上
か
ら
は
、

そ
れ
と
は
逆
行
し
た
分
権
化
の
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
も
南
京
、
か
都
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
、

L、
オっ

ば
窮
徐
の
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
事
情
の
も
と
、

洪
武
三
年
四
月
に
諸
子
の
分
封
が
表
明
さ
れ
た
が
、

貫
際
に
彼
ら
が
就
藩
す
る
の
は
、

十
一
年
以
後
の
こ
と
で
あ

@
 

っ
た
。
そ
の
問
、
王
府
官
制
や
宮
殿
制
度
な
ど
は
制
定
さ
れ
た
も
の
の
、
就
藩
は
遅
々
と
し
て
謹
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
幅
に
遅
れ
た

理
由
と
し
て
、

諸
王
が
ま
だ
若
年
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
北
方
が
徐
達
等
の
有
能
な
武
将
に
よ
っ
て
軍
政
下
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
、

分
封
を
急
ぐ
必
要
が
な
か
っ
た
貼
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
就
藩
の
開
始
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
つ
ま

@
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り
、
第
一
回
目
の
就
藩
の
買
施
は
十
一
年
二
月
だ
が
、
そ
の
前
月
は
、
南
京
、
か
正
式
に
「
京
師
」
に
決
定
さ
れ
た
月
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
南

京
は
そ
れ
以
前
か
ら
首
都
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
段
階
に
な

っ
て
名
賀
と
も
に
明
朝
の
首
都
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

言
い

換
え
れ
ば
諸
王
の
就
藩
は
、
南
京
の
京
師
決
定
を
待
っ
て
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
買
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か。

ま
ず
、
南
京
が
こ
の
時
期
ま
で
京
師
に
決
定
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
「
太
組
卒
一
天
下
。
有
北
都
意。

所
収

「
餓
冬
序
鍛
摘
抄
』
二
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
帝
に
遷
都
の
意
志
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
都
を
北
に
遷
す
限
り
、

軍
事
的
中
心
も

(
紀
銭
安
編
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北
徒
す
る
の
だ
か
ら
、
諸
王
に
強
大
な
軍
事
権
を
持
た
せ
て
分
封
す
る
必
要
は
な
い
。

皇
帝
擢
の
強
化
を
目
指
す
王
朝
側
と
し
て
は
、
む
し
ろ

そ
の
方
が
好
都
合
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
洪
武
九
年
頃
か
ら
王
朝
の
政
策
に
大
き
な
鴎
換
が
生
じ
て
き
た
。

三
年
の
胡
惟
腐
の
獄
に
か
け
て
、
明
朝
首
局
は
政
権
基
盤
の
確
立
に
重
貼
を
置
い
て
、
内
外
で
の
大
改
革
を
断
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た

つ
ま
り
洪
武
九
年
の
空
印
の
案
か
ら
十

め
王
朝
側
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
を
完
迭
す
る
た
め
に
、

ひ
と
ま
ず
南
京
を
京
師
と
し
、
腰
を
据
え
て
内
政
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
た
び
の
改
革
、か
、
制
度
面
で
の
整
備
を
施
し
て
政
権
強
化
が
固
ら
れ
た
も
の
の
、
必
.
す
し
も
徹
底
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
朕
況
が
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
洪
武
朝
後
半
期
に
お
い
て
も
三
度
の
疑
獄
事
件
が
起
こ
さ
れ、

底
し
た
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
ゐ
る
。
三
つ
の
事
件
と
は
、

さ
ら
に
徹

「
郭
桓
の
案
」

「
李
善
長
の
獄
」

「
藍
玉
の
獄
」

を
指
す
。
言
い
換
え
れ



ば
、
明
朝
政
権
は
こ
う
し
た
鹿
置
を
移
え
る
ま
で
、
遷
都
に
踏
み
切
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
以
下
、

こ
の
三
事
件
と
建

都
問
題
を
絡
ま
せ
な
が
ら
、
論
を
準
め
て
み
た
い
。

洪
武
朝
後
牢
期
の
政
策
と
西
安
遷
都

洪
武
十
八
年
に
起
こ
っ
た
郭
桓
の
案
は
、
空
印
の
案
と
同
様
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

『
明
史
』
巻
九
四
、
刑
法
二

郭
桓
者
。
戸
部
侍
郎
也
。
帝
疑
北
卒
二
司
官
李
或
・
超
全
徳
等
興
桓
魚
姦
利
。
自
六
部
左
右
侍
郎
下
皆
死
。
麟
七
百
首
向
。
詞
連
直
省
諸
官

吏
。
繋
死
者
数
高
人
。
販
願
所
寄
借
偏
天
下
。
民
中
人
之
家
大
抵
皆
破
。

3
 

と
あ
る
よ
う
に
、
戸
部
侍
郎
郭
桓
を
代
表
と
す
る
六
部
左
右
侍
郎
以
下
(
正
確
に
は
向
書
以
下
)
の
者
す
べ
て
が
訣
殺
さ
れ、

官
吏

・一

般
民
衆
に
ま
で
及
ん
で
、
そ
の
か
ず
数
高
人
に
達
す
る
ほ
ど
の
大
規
模
な
疑
獄
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
た
と
え
戸
部
侍
郎
郭
桓
の

@
 

不
正
に
端
を
援
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
を
口
買
に
し
た
一
種
の
担
造
事
件
だ
っ
た
こ
と
は
、
史
料
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
こ
の
段

さ
ら
に
は
省
の
諸
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階
に
な

っ
て
、
今
再
び
空
印
の
案
の
よ
う
な
疑
獄
事
件
が
、

で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
郭
桓
の
案
勃
震
直
後
の
六
月
に
「
禁
戒
諸
司
納
賄
詔
」
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
嘗
時
に
あ
っ
て
も
依
然
と
し
て
地
主
と

官
僚
、
あ
る
い
は
上
級
官
僚
と
下
級
官
僚
の
結
び
つ
き
が
、
賄
賂
の
往
来
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
特
に
同
事
件
は

六
部
を
主
眼
に
お
レ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
先
年
来
の
地
方
官
に
劃
す
る
昆
置
や
、
中
央
官
の
中
書
省
の
贋
止
と
の
関
連
で
捉
え
る
必
要

が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
に
至
り
、
中
央
官
鹿
の
中
心
を
な
す
六
部
の
大
刷
新
が
固
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
審
省
に
代
わ
る
六
部
臨
制

が
、
必
ず
し
も
順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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試
み
に
『
皇
明
詔
令
』

の
「
禁
戒
諸
司
納
賄
詔
」
の
候
項
を
み
る
と
、
同
事
件
で
六
部
向
豊
富
の
ほ
と
ん
ど
が
抹
殺
さ
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
そ

@
 

の
地
位
を
利
用
し
て
、
下
級
官
聴
か
ら
賄
賂
を
貧
っ
た
た
め
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
で
も
六
部
と
布
政
使
司
の
聞
が
、
賄
賂
を
紐
栴
と
し
て
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上
下
の
結
び
つ
き
を
保
っ

て
い
た
こ
と
は
、

中
央
・
地
方
の
最
高
官
聴
で
、
し
か
も
中
書
省
な
き
あ
と
の
新
極
軸
で
あ
る
だ
け
に
、
問
題
は
よ

り
深
刻
で
あ
っ
向
。
こ
と
に
地
方
に
つ

い
て
は
、
布
政
使
司
と
府
州
鯨
の
聞
に
も
賄
賂
に
よ
る
結
び
つ
き
が
存
在
し
て
お
旬
、
結
局
す
べ
て
の

官
聴
が
、
依
然
と
し
て
賄
賂
に
よ

っ
て
循
環
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

。
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ま
た
、
一
般
民
衆
と
官
僚
と
の
癒
着
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
首
然
そ
の
弊
害
は
江
南
に
顛
著
で
あ
っ
た
。

江
南
近
塗
の
地
方
官
は
も
ち

ろ
ん
、
六
部
を
始
め
と
す
る
南
京
の
中
央
官
に
も
、
江
南
の
地
主
階
級
と
の
癒
着
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
六
部
自
鐙
が
地
方

官
と
の
上
下
の
結
び

つ
き
を
強
め
て
、
勢
力
の
基
盤
と
し
て
レ
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
中
書
省
底
止
の
契
機
と
な

っ
た
弊

害
が
、

そ
っ
く
り
六
部
に
受
け
つ
が
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
附
く
だ
ろ
う
。
先
の
中
書
省
の
底
止
は
、

皇
帝
権
以
外
の
権
力
の
分
散
が
目

的
で
あ
り
、

そ
の
結
果
六
部
、か
昇
格
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、

今
度
は
官
僚
機
構
の
ト

ッ
プ
に
立
つ
六
部
に
、
以
前
と
同
様
の
弊
害
が
現
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
今
回
は
、
先
の
中
書
省
の
よ
う
に
職
制
を
底
止
す
る
こ
と
も
で
き
ず、

そ
の
た
め
郭
桓
の
案
を
起
こ
し
て
、
六
部
の
官
員
の
総
入
れ
替
え
を
行
い、

こ
れ
以
上
の
機
カ
の
分
散
化
も
肇
め
な
い
。
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一
大
刷
新
を
囲
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
郭
桓
の
案
は
、
戸
部
侍
郎
郭
桓
を
代
表
と
す
る
六
部
を
主
な
封
象
と
し
て
起
こ
さ
れ
、
結
局
そ
れ
を
抜
大
し
て
、
中
央
と
結
び
つ
き

を
強
め
た
り
地
方
で
弊
害
を
流
し
て
い
る
貧
官
汚
吏
や
、
そ
れ
ら
の
地
方
官
と
癒
着
し
て

い
る
在
地
の
地
主
連
に
も
、
揮
監
の
矛
先
を
向
け
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
同
の
朕
況
並
び
に
王
朝
側
の
と
っ
た
態
度
は
、
こ
の
事
件
の
勃
渡
直
後
か
ら
組
け
て
刊
行
さ
れ
た

『御
製
大
詰
』

『御
製
大
詰
組
編
』

『
御
製
大
詰
三
編
』
等
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
こ
れ
ら
の
訓
戒
書
か
刊
行
さ
れ
た
こ
と
自
位
、
事
例
を

も

っ
て
勧
善
懲
悪
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

王
朝
が
こ
の
よ
う
な
皇
帝
権
強
化
の
政
策
を
と
り
制
け
る
限
り
、

行
き
つ
く
と
こ
ろ
、
弾
匪
の
矛
先
が

「建
閣
の
功
臣
」
と
呼

ば
れ
る
連
中
に
向
か
う
こ
と
は
、
自
然
な
趨
勢
だ
っ
た
。
歳
乱
脈
四
千
石
の
李
善
長
を
始
め
と
し
て
、
身
分
的
に
も
経
済
的
に
も
優
越
し
た
地
位

と
こ
ろ
で
、

に
い
る
彼
ら
に
、
洪
武
帝
が
目
を
向
け
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
王
朝
側
の
大
地
主
あ
る
い
は
官
僚
に
射
す
る
政
策
を
み
る
と
、
君
主

溺
裁
償
制
の
障
害
と
な
る
も
の
は
悉
く
排
除
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
功
臣
達
も
、

今
で
は
江
南
近
迭
に
多
く
の
土
地
を
賜
興
さ
れ
た
新
興
の
大
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地
主
で
あ
り
、
洪
武
帝
が
攻
撃
目
標
と
し
た
江
南
の
大
地
主
と
何
ら
愛
わ
り
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
難
儀
な
貼
は
、
政
治
上
で
隠

然
た
る
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
洪
武
二
十
三
年
に
、

韓
園
公
李
善
長
を
始
め
と
し
て
十
数
人
の
功
臣
達
が、

か
つ
て
胡
惟
庸
と
通
謀
し

て
い
た
と
い
う
か
ど
で
訣
殺
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
李
善
長
の
獄
」
で
あ
る
。
こ
の
時
連
坐
し
た
も
の
は

一
高
五
千
人
に
達
し
、
先
の
胡
惟
庸

の
獄
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
が
、
胡
惟
庸
の
獄
と
同
様
に
一

種
の
担
造
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
皐
界
の
逼
読
と
な
っ
て

い

る
。
し
か
し
李
善
長
の
獄
の
持
つ
意
義
は
、
車
に
功
臣
に
射
す
る
弾
匿
と
い
う
の
で
な
く
、

洪
武
帝
に
と

っ
て
、
こ
れ
こ
そ
最
後
の
樟
匪
政
策

郭
桓
の
案
か
ら
五
年
の
後
、

だ
、
と
考
え
て
貫
行
し
た
貼
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
疑
獄
事
件
で
は
、
空
印
の
案
は
「
行
省
」
、
胡
惟
庸
の
獄
は

「
中
書
省
」
、
郭
桓
の
案
は

「六
部
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事

件
を
契
機
に
革
新
的
な
機
構
改
革
・
刷
新
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
官
僚
の
牧
賄
を
厳
し
く
禁
止
し
た
り
、
南
北
更
調
の
制
を
徹
底
す
る

い
う
な
れ
ば
郭
桓
の
案
を
経
た
時
期
に
は
、
官
僚
機
構
内
部
は
一
腹
整
理
し
つ
く
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
江
南
の
大
地
主
達
も
、
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な
ど

こ
れ
ら
三
度
の
事
件
の
聞
に
相
嘗
の
打
撃
を
被
り
、
李
善
長
の
獄
の
翌
二
十
四
年
に
は
、
彼
ら
に
封
す
る
政

策
の
穂
ま
と
め
と
し
て
、
富
民
の
移
従
政
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
富
民
の
強
制
移
住
は
、
恐
ら
く
李
善
長
の
獄
と
関
連
し
て
起
こ
さ
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れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
洪
武
二
十
三
年
段
階
で
、

富
民
を
除
い
て
明
王
朝
の
最
後
の
障
害
物
と
な
っ
て
い
た
の
が
、

建
園
の
功
臣
達
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
従
っ
て
李
養
長
の
獄
は
、
官
僚
機
構
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
元
老
と
し
て
政
治
上
で
大
き
な
設
言
力
を
持
ち
、
武
職
の
高
位
高
官
を
猫
占
し

て
い
る
者
の
粛
清
、
経
済
上
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
江
南
近
迭
に
多
く
の
土
地
を
所
有
し
、
新
興
の
大
地
主
と
な
っ

て
い
る
者
の
整
理
で
あ
っ

た。
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洪
武
二
十
三
年
以
後
顛
著
に
な
る
功
臣
の
還
郷
政
策
は
、

本
一
主
副
長
の
獄
の
禍
を
菟
れ
た
者
に
劃
し
て
も
、
政
治
的
責
擢
を
取
り
あ
げ
る
措
置

9
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で
あ
っ
む
。
ま
た
翌
々
年
に
は
、
功
臣
か
ら
賜
回
を
浸
取
し
て
、
経
済
的
に
も
抑
制
を
加
え
て

い
る
。
い
わ
ば
明
朝
嘗
局
、
が
建
園
嘗
初
か
ら
績
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行
し
て
き
た
、

{官
僚
機
構
内
部
と
在
地
で
の
南
面
の
改
革
で
、

最
も
困
難
で
か
つ
重
要
だ
と
思
わ
れ
た
の
が
、
こ
の
功
臣
に
劃
す
る
弾
匪
だ

っ

た
わ
け
で
あ
る
。
明
朝
政
権
の
基
盤
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
、
い
つ
か
は
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
開
門
が
、
こ
の
李
善
長
の
獄
で
あ
っ
た。

さ
て
、
洪
武
二
十
三
年
の
李
普
長
の
獄
を
組
て
、
政
治

・
経
済
上
で
よ
り

一
段
と
闘
家
の
基
礎
を
固
め
た
明
朝
政
権
は
、

」
こ
に
新
た
な
政

策
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

「遷
都
」
で
あ
っ
た
。
洪
武
二
十
四
年
八
月
、
洪
武
帝
は
皇
太
子
に
命
じ
て
西
安
地
方
を
巡
察
さ
せ
、

@
 

そ
の
地
に
遷
都
す
る
旨
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

首
時
、
園
土
防
衛
の
面
で
は
、
北
元
勢
力
は
す
で
に
二
十
年
に
納
暗
出
が
降
服
、

二
十
一

年
に
は
脆
古
思
帖
木
児
が
死
ん
で
大
き
く
勢
力
が

後
退
し、

目
前
の
脅
威
は
一
腔
去
っ
て
い
た
。
た
だ
将
来
の
事
態
に
備
え
て
と
い
う
こ
と
は
、
洪
武
帝
の
心
中
に
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し

か
し
こ
の
時
、

建
都
の
候
補
地
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
西
安
で
、
嘗
時
の
快
西
地
方
は
、
園
土
防
衛
上
か
ら
は
決
し
て
優
れ
た
土
地
で
は
な

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
遷
都
を
考
え
た
の
は
、
一
つ
に
は
北
方
防
衛
が
諸
王
の
分
封
で
充
足
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
南
京
実

か
っ
た
。

都
に
伴
う
窮
除
の
策
と
し
て
行
っ
た
諸
王
の
分
封
だ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
す
で
に
そ
の
機
能
は
作
動
し
て
お
り
、

洪
武
帝
と
し
て
は
、
よ
り
積
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極
的
に
彼
ら
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
考
え
は
、
洪
武
二
十
四
年
四
月、

⑮
 

た
に
十
人
の
諸
王
の
分
封
を
設
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

つ
ま
り
皇
太
子
に
巡
察
を
命
じ
る
四
箇
月
前
に
、
新

従
っ
て
、

こ
の
た
び
の
西
安
濯
都
は
、
も
ち
ろ
ん
北
溢
防
備
を
よ
り
有
数
に
し
よ
う
と
の
意
固
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
南
京
を
離
れ

て
、
員
の
統
一
王
朝
へ
飛
躍
し
よ
う
と
い
う
強
い
意
識
が
働
い
て
い
た
、
と
考
え
た
い
。
ま
た
そ
の
一美
に
は
、
西
安
自
睦
が
か
つ
て
の
唐
の
都

で
あ
り
、
停
統
的
な
土
地
柄
だ
と
い
う
こ
と
も
大
き
く
作
用
し
て
い
た
だ
ろ
う。

と
も
あ
れ
、
こ
の
時
期
に
遷
都
問
題
が
出
て
き
た
と
い
う
こ

と
は
、

洪
武
帝
と
し
て
は
最
後
の
部
座
と
考
え
た
李
善
長
の
獄
を
経
て
、

一
際
園
内
の
安
定
を
得
た
今
、
江
南
と
の
腐
れ
縁
も
完
全
に
断
ち
切

り、

心
機

一
輔
の
政
策
を
押
し
進
め
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
園
家
統

一
以
来
の
宿
願
で
あ
っ
た
南
人
政
権
と
し

て
の
閉
鎖
的
な
園
家
か
ら
の
脱
却
が
、
こ
の
遷
都
に
託
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
闘
の
も
と
に
計
劃
さ
れ
た
遷
都
だ
っ

た
が
、

洪
武
二
十
五
年
四
月
に
首
の
皇
太
子
が
念
死
す
る
こ
と
で
、
中
止
を
品
開
儀
な
く



さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
洪
武
帝
は
最
愛
の
皇
太
子
を
失
っ
た
シ
ョ
ッ
ク
と
老
齢
の
た
め
、
こ
れ
以
後
新
た
に
土
木
を
起
こ
し
て
遷
都
を
す
る
気
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力
も
な
く
な
っ
た
ら
し
い
。
あ
っ
け
な
い
結
果
だ
っ
た
が
、
洪
武
朝
で
は
こ
の
時
を
最
後
に
、
遷
都
問
題
は
完
全
に
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
皇
太
子
の
死
に
よ
る
空
白
が
、
明
王
朝
の
前
途
に
二
つ
の
狂
い
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
権
者
問
題
と
、

い
ま
一
つ
は
遷
都
問
題
に
閲
し
て
で
あ
っ
た
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
年
少
の
皇
太
孫
が
後
纏
者
と
決
ま
っ
た
た
め
、

そ
の
賄
来
を
案
じ
た
洪
武
帝
は
、

皇
太
子
の
死
の
翌
二
十
六
年
に
、

新

た
に
「
藍
玉
の
獄
」
と
い
う
疑
獄
事
件
を
起
こ
し
て
、
生
き
残
っ
て
い
る
功
臣
・

官
僚
達
に
弾
匪
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
連
坐

し
た
者
は
一
高
五
千
人
に
達
し
、
先
の
胡
惟
庸
の
獄
や
李
善
長
の
獄
と
並
ぶ
ほ
ど
、

凄
絶
を
極
め
た
の
で
あ
る。

ま
た
後
者
の
遷
都
問
題
で
は
、
従
来
通
り
に
南
京
に
都
を
置
き
績
け
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、
官
僚
機
構
内
部
に
劉
し
て
部
分
的
な
改
革
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
古
門
暦
禽
典
』
巻
五
、
選
官
に
、

- 25ー

凡
戸
部
官
。
洪
武
二
十
六
年
奏
准
。
不
得
用
新
江
・
江
西

・
蘇

・
松
人
。

と
あ
る
よ
う
に
、

経
済
の
中
極
機
関
で
地
主
と
の
接
燭
が
最
も
多
い
戸
部
へ
の
、
南
人
の
起
用
が
禁
止
さ
れ
た
。
弊
害
が
生
じ
る
と
考
え
た
の

⑮
 

で
あ
る
。

要
す
る
に
、
洪
武
朝
後
学
に
起
こ
さ
れ
た
三
つ
の
疑
獄
事
件
(
郭
桓
の
案
、
李
善
長
の
獄
、
藍
玉
の
獄
)
は
、

制
か
ら
、

胡
惟
庸
の
獄
の
後
に
確
立
し
た
臨

一
歩
で
も
ぬ
き
ん
で
よ
う
と
す
る
、
初
期
明
王
朝
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
た
だ
し
南
人
政
権
と
し
て
の
限
界
は
、

遷
都
を
侠
っ
て

初
め
て
克
服
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
洪
武
朝
は
、
次
の
時
代
に
重
要
な
課
題
を
残
し
て
い
た
と
い
え
る
。

終

~ 

早
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専
制
君
主
の
究
極
の
目
標
は

一
君
蔦
民
の
理
念
に
立
つ
皇
帝
権
の
紹
針
化
と
、
そ
の
た
め
の
統
一
王
朝
の
維
持
で
あ
ろ
う
。
洪
武
朝
に
逐
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行
さ
れ
た
諸
々
の
政
策
は

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
期
に
沿
っ

て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

日
六
践
的
に
は
、
閉
鎖
的
南
人
政
権
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
も

確
か
に
、
洪
武
朝
は
統
一
王
朝
と
い
う
槻
粘
か
ら
み
れ
ば
、
南
京
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
員
の
意
味
で
の
確
立
は

展
が
固
ら
れ
て
い
た
。

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
洪
武
朝
に
は
明
ら
か
に
北
へ
の
遷
都
計
劃
が
立
て
ら
れ
、
統

一
王
朝
へ
の
飛
躍
設

そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
南
と
の
宿
縁
を
最
後
ま
で
、

-
}
、v

F

-

、

+J中
j

つ
い
に
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。描

く
建
文
刺
で
は
、
逆
に
南
人
優
遇
策
が
取
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
洪
武
期
に
分
封
さ
れ
た
北
方
諸
王
が
強
大
化
し
た
た
め
、
そ
れ
に
封
抗
し

て
自
己
の
政
権
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
の
や
む
を
え
な
い
措
置
で
あ
っ

た
。
遷
都
問
題
は
度
外
覗
さ
れ
、

む
し
ろ
南
京
に
腰
を
据
え
、
南
人
官

僚
の
協
力
の
も
と
に
、
北
方
諸
王
へ

の
削
藩
が
決
行
さ
れ
る
。
南
人
政
権
の
自
己
矛
盾
か
ら
渡
し
た
洪
武
朝
の
流
れ
が
、

で
あ
る
。

一
時
逆
流
し
た
わ
け

- 26ー

従
っ
て
、
永
繁
帝
が
靖
難
の
嬰
を
起
こ
し
て
建
文
帝
か
ら
皇
位
を
奪
い
、
建
文
朝
で
改
正
さ
れ
た
法
令
等
を
す
べ

て
洪
武
の
蓄
に
復
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
単
に
答
奪
を
カ
今
ラ
ー
ジ
与
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
小
さ
な
理
由
か
ら
で
は
な
か

っ
た
。
あ
く
ま
で
も、

自
分
は
洪
武
朝
の

方
針
を
受
け
織
ぐ
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

永
繁
十
九
年
(
一
四
一
一
一
)
に
断
行
さ
れ
た
北
京
遷
都
も、

洪
武
朝
以
来
の
既

定
路
線
で
あ
り
、
永
繁
帝
は
そ
れ
を
忠
質
に
維
承
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
北
京
選
都
は
、
北
方
に
分
封
さ
れ
て
い
た
永
繁
帝
だ
か
ら
こ
そ
で
き

た
の
で
は
な
く

い
わ
ば
歴
史
的
要
求
を
背
に
し
て
、
永
繁
帝
が
代
行
し
た
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
施
策
が
な
さ
れ
る
に
は
、
時
代
性
を
洞
察
で
き
る
、
永
繁
帝
の
資
質
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
彼
の
脳
裏
を

占
め
て
い
た
の
は
、
鹿
大
な
悩
域
を
支
配
し
て
世
界
に
君
臨
し
た
前
王
朝
の
元
で
あ
っ

た
ろ
う
。
元
朝
を
滅
ぼ
し
て
、
新
た
に
中
華
の
皇
帝
と

な
っ
た
か
ら
に
は
、
先
の
王
朝
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
領
域
を
支
配
し
、
及
ぶ
限
り
の
郷
接
地
に
君
臨
し
て
こ
そ
、
中
華
の
皇
帝
の
論
理
は
遂
行
さ

れ
た
筈
で
あ
る
。



永
楽
朝
に
華
々
し
く
行
わ
れ
た
五
度
に
も
わ
た
る
モ
ン
ゴ

ル
親
征
、
安
南
出
兵
、
亦
失
恰
の
満
洲
探
検
、
鄭
和
の
南
海
遠
征
な
ど
、
す
べ

て

こ
の
論
理
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
閉
鎖
的
な
園
家
の
聞
に
欝
積
さ
れ
て
い
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
永
祭
朝
の
時
代
性
に
の
っ
と
っ

て
一
一
挙
に
外
に
向
か
っ
て
爆
瑳
し
、

皇
帝
の
論
理
と
相
乗
し
て
展
開
し
て
レ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
北
京
遷
都
後
、
何
か
に
取
り
愚
か
れ
た

よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
親
征
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
は
、

中
華
の
皇
帝
と
し
て
自
分
に
課
し
た
使
命
を
、
あ
く
こ
と
な
く
遂
行
し
よ
う
と
す
る
永
繁
帝

の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
宮
崎
市
定
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
本
嘗
に
永
繁
帝
は
、

⑮
 

い
た
に
違
い
な
い
。

フ
ピ
ラ
イ
汗
の
再
来
を
も

っ
て
自
認
し
て

た
だ
員
の
統
一
王
朝
確
立
の
た
め
に
行
わ
れ
た
北
京
遷
都
だ
が
、

買
に
十
九
年
も
の
年
月
を
か
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
遷
都
に
反

封
す
る
勢
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
北
京
選
都
護
表
の
一
カ
月
前
に
設
置
さ
れ
た
「
東
廠
」
と
い
う
特
務
機
関
は
、
こ
の
よ

⑮
 

う
な
反
劉
勢
力
|
南
人
勢
力
l
の
不
穏
な
動
き
を
偵
祭
す
る
も
の
で
あ
っ

た
し
、
一
方
で
は
「
南
京
官
」
と
い
う
中
央
官
臆
ま
が
い
の
名
器
官

@
 

を
南
京
に
設
置
し
て
、
彼
ら
を
懐
柔
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
南
京
を
離
れ
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
制
堅

・
懐
柔
の
雨
面
政
策
を
施
し
た
の
に

は
、
そ
こ
が
天
下
の
穀
倉
地
帯
で
あ
り
、

遷
都
後
は
以
前
に
も
ま
し
て
重
視
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

- 27ー

と
も
あ
れ
、
明
王
朝
の
政
治
鐙
制
の
確
立
が

い
わ
ば
閉
鎖
的
な
南
人
政
権
と
の
訣
別
か
ら
出
渡
し
て
お
き
な
が
ら
、
表
裏
を
な
す
東
廠

・

南
京
官
の
雨
者
は
、
以
後
明
末
ま
で
延
々
と
存
綴
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
と
り
残
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
南
人
勢
力
は
、
絶
え
ず
政
治
の
面
で
巻

mw 

き
誠
一
し
を
狙
っ
て
い
た
。
永
繁
の
北
京
遷
都
で
大
き
く
飛
躍
し
た
明
朝
政
権
だ

っ
た
が、

王
朝
成
立
時
の
痕
跡
は
、
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

時
代
の
推
移
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
時
代
に
見
合
っ
た
課
題
の
提
起
と
、

そ
の
解
決
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
も
の
な
ら
、
明

王
朝
成
立
期
の
こ

の
屈
曲
し
た
軌
跡
も
、

絶
え
聞
な
い
歴
史
の
流
れ
の

一
局
面
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、

来
た
る
べ

き
時
代
を
生
み
出
す
新
た

な
課
題

へ
の
出
設
貼
だ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
遷
都
後
わ
ず
か
三
年
で
、
成
組
、氷
祭
帝
は
波
説
の

一
生
を
閉
じ
た
。

彼
の
死
は
、

明
王
朝
成

353 

立
期
の
終
荒
で
も
あ
っ
た
。
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註①
李
光
援
『
明
朝
史
略
』
湖
北
人
民
出
版
枇
。
一
九
五
七
。
山
根
幸
夫

「
明
帝
図
の
形
成
と
そ
の
設
展
」

『
世
界
の
歴
史
』
一
一
。
筑
限
書
房。

一
九
六
一
。

萩
原
淳
卒

「
明
朝
の
政
治
位
制
」

『
京
都
大
祭
文
間
学
部
研
究

紀
要
』
一
一
。
一
九
六
七
。

②
宮
崎
市
定
「
洪
武
か
ら
永
築
へ
|
初
期
明
朝
政
権
の
性
格
」

『
東
洋
史

研
究』

二
七
l
四。

一
九
六
九
。
前
掲
註
①
の
諸
論
文
。

③
『
朱
元
節
評
償
問
題
殺
編
』
揚
関
空百
報
供
際
社
。

一
九
六
九
。

山
根
宰

夫
「
『
元
末
の
反
乱
』

と
明
朝
支
配
の
確
立」

岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』

一二
。
一
九
七
一
。
そ
の
他
多
数
。

④
鶴
見
向
弘
「
明
代
に
お
け
る
郷
村
支
配
」
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
一

二
。

一
九
七
一
。

⑤
愛
宕
松
男
「
朱
奥
図
と
張
奥
図
|
初
期
明
王
朝
の
性
格
に
関
す
る
一
考

察
」
『
文
化
』
一
七
|
六
。

一
九
五
三
。
萩
原
、
前
掲
「
明
朝
の
政
治
鐙

制
」
。
野
口
餓
郎
「
初
期
朱
元
斑
集
闘
の
性
格
」

『
績
油
田
園
立
大
皐
紀
要
』

哲
曲
目
子
吐
曾
科
拳
一
八
。

一
九
七
二
。

⑤

陳

高

筆

「元
末
掘
削
東
地
主
興
朱
元
埠
」
『
新
建
設
』

一
九
六
三
1

五
。
同

「
元
末
農
民
起
義
中
南
方
漢
族
地
主
的
政
治
動
向
」

『
新
建
設
』
一
九
六

四
l
一一一。

⑦
南
人
と
は
、

一
般
に
は
漁
水
以
南
出
身
者
を
指
す
。
(
桑
原
附
蹴
「
歴

史
上
よ
り
相
似
た
る
南
北
支
那
」
『
白
鳥
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』

一

九
二
五
)
本
論
で
い
う
商
人
は
、

品目田
時
の
状
況
下
で
、

身
分
的
に
も
経
済

的
に
も
、
他
と
比
較
し
て
よ
り
安
定
し
た
立
場
に
あ
る
地
主
階
級
が
主
陸

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
南
人
と
い
う
漠
然
と

し
た
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
問
題
の
焦
黙
を
ぼ
か
し
て
し
ま
う
危
険

性
も
内
包
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
地
域
差
が
考
え
ら
れ、

殴
密
に
見
て
い

く
と
、
朱
集
副
の
重
視
の
度
合
い
も
一

様
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
、
南
人
と
い
う
概
念
を
使
用
し
て
論
を
進
め

る
の
は
、
史
料
的
制
約
か
ら
、
地
域
性
を
特
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と

が
一
つ
。
さ
ら
に
、

い
わ
ゆ
る
筆
中
・

華
南
地
方
は
華
北
と
還
っ
て
、
地

主
H
H
佃
戸
制
が
賢
範
に
展
開
し
た
地
域
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
同

一
の
祉

舎
経
済
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
。
(
相
田
洋
「
『
元
末

の
反
乱
』
と
そ
の
背
景」

『
歴
史
皐
研
究
』

一一
一
六
一
。
一
九
七
O
)
し

か
も
そ
の
地
は
、
元
の
時
の
多
南
人
。
地
域
に
首
た
り
、
南
人
と
い
う
共

通
の
意
識
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
例
え
ば
明
初
の
江
西
出
身
の
劉
三
吾
の

言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

「南
に
謝
し
て
は

徳
を
以
て
化
し
、
北

に
針
し
て
は
威
を
以
て
制
す
ハ
『太
祖
貫
録
』
洪
武
二
十
二
年
十

一
月
乙

丑
ど
と
い
う
よ
う
な
、
南
を
中
心
と
す
る
同
郷
的
な
連
帯
感
か
ら
な
る

も
の
で
も
あ
っ

た
。
明
王
朝
は
こ
う
し
た
江
南
を
先
ず
確
保
し
、
そ
の
上

で
北
へ
抜
大
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
共
通
の
基
盤
に

立
つ
南
を
、
中
圏
全
土
の
中
で
の
南
と
い
う
、
大
き
な
範
暗
で
捉
え
る
こ

と
も
可
能
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る。

従
っ
て
、

本
論
で
は
従
来
の
准
水
以
南
を
規
準
と
し
な
が
ら
も
、
宣
徳

年

間

三

四
二
六
l
一一一
五
)
に
確
定
し
た
科
穆
合
格
者
の
地
域
割
り
嘗
て

|
つ
ま
り
、
全
圏
を
南
北
中
巻
の
三
区
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の

採
用
人
数
を
決
め
て
お
く
こ
と
ー
の
う
ち
の
、
南
を
出
身
者
を
特
別
に
南

28 -
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人
と
し
て
お
き
た
い
。

『
皇
明
泳
化
類
編
』
各
五
五
、
選
翠
の
記
載
に
よ

る
と
、
目
穴
種
的
に
は
南
直
隷
(
永
祭
以
前
は
直
隷
|
安
徽
・
江
蘇
)
、
新

江
、
江
西
、
湖
底
(
湖
北
・

湖
南
)
、
一
踊
建
、
賢
東
が
南
谷
に
蛍
た
る
が
、

中
巻
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
南
直
線
の
鳳
陽
、
成
州
、
徐
・
総
・
和
三
州
の

出
身
者
も
、
便
宜
上
南
人
と
し
て
お
く
。

@
『
太
粗
食
録
』
洪
武
元
年
十
二
月
辛
卯

今
喪
飢
之
後
。
中
原
草
芥
。
人
民
稀
少
。
所
謂
田
野
間
。
戸
口
増
。
此

正
中
原
今
日
之
急
務
。
若
江
南
則
無
此
畷
土
流
民
失
。

⑨

『
太
組
貧
録
』
洪
武
九
年
六
月
戊
子

(
胡
)
子
旗
。
士
口
安
吉
水
人
。
洪
武
三
年
。
以
儒
土
製
赴
京
。
試
於
吏

・
躍
二
部
。
中
選
者
十
九
人
。

桐
廊
貌
潜

・
王
請
。
(
以
下
略
〉

⑮

最

近

、
三
田
村
泰
助
氏
も
明
王
朝
を
南
人
政
権
と
規
定
す
る
書
物
を
者

さ
れ
て
い
る
。

『
黄
土
を
拓
い
た
人
び
と
』
〈
生
活
の
世
界
歴
史
〉
口

河
出
書
房
新
社
。

一
九
七
六
。

⑪
『
首
問
暦
舎
典
』
各
二
四
、
戸
部
一

一
、
税
糧

一。

⑫
『
太
組
貧
録
』
洪
武
三
年
十
二
月
笑
酉
の
係
。

⑬
『
園
初
事
蹟
』

沈
渚
自
杭
州
赴
京
奏
。
市
民
子
弟
。

不
務
生
理
。
美
麗
衣
服
。
出
入
公

門
。
交
結
官
吏
。
設
事
過
銭
。
太
旭
日
。
新
江
等
庭
及
直
毅
府
鯨
市
民
。

着
他
見
了
。
出
銭
買
馬
。
往
北
方
嘗
勝
。

⑬
『
太
租
貫
録
』
丙
午
三
月
丙
申
、
奥
元
年
十
二
月
戊
辰
、
洪
武
二
年
九

月
壬
辰
朔
の
各
僚
。

⑮
『
蔦
暦
舎
奥
』
巻
一
九
、
戸
部
六
、
戸
口
一
の
統
計
に
よ
る
と
、
洪
武

二
十
六
年
ハ

一
三
九
一
ニ
)
の
総
人
口
は
六
O
、
五
四
五
、
八

一
二
人
で
あ

り
、
こ
の
う
ち
南
直
毅
、
淑
江
、
江
西
三
省
の
合
計
は
三
O
、
二
二
五
、

九
八
六
人
で
、
全
鐙
の
約
五
O%
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
北
京
巡

都
後
七
十
年
経
っ

た
弘
治
四
年
(
一
四
九
一
)
の
統
計
で
は
、
総
人
口
五

一
二
、
二
八

一
、
一
五
八
人
の
う
ち
、
=
一省
の
合
計
は

一
九
、
八
三
九、

一

六
二
人
で
約
三
七

%
、
さ
ら
に
下
っ
て
寓
暦
六
年
(
一
五
七
八
)
に
な
る

と
、
六
O
、
六
九
二
、

八
五
六
人
の
う
ち
、

二

て

五

二

ニ
、
六
八
二
人

で
約
三
五
%
と
、
時
代
と
と
も
に
減
少
し
て
い
る
。
都
が
江
南
か
ら
離
れ

た
こ
と
が
、
こ
の
減
少
に
少
な
か
ら
ぬ

影
響
を
輿
え
て
い
る
と
解
さ
れ

る。
ま
た
『
舎
典
』
の
統
計
は
、
あ
く
ま
で
も
省
地
で
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た

者
の
数
で
あ
り
、
園
都
に
は
外
地
か
ら
班
軍
番
上
し
て
き
で
い
た
軍
隊
が

数
十
高
人
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
ほ
か
官
僚
や
商
人
な
ど
を
加
え
る

と
、
数
字
以
上
の
人
口
を
擁
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、

遷
都
以
前

の
南
京
に
都
を
置
い
て
い
た
時
期
に
は
、
総
人
口
の
牢
分
以
上
が
江
南
三

省
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
三
省
に
湖
底
を
加
え
た

四
省
で
、
総
税
糧
の
半
分
を
負
婚
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
税
糧

は
、
存
留
の
も
の
を
除
い
て
一
日
一中
央
の
南
京
に
吸
枚
さ
れ
た
の
ち
、
再

び
官
僚
の
給
料
や
園
家
財
政
と
し
て
南
で
消
費
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
南
京

に
都
を
置
く
こ
と
は
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
、
南
で
完
結
し
た
圏
家

を
つ
く
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

⑬
『
太
租
貫
録
』
洪
武
四
年
正
月
己
亥

御
史
肇
準
凝
憲
綱
四
十
係
。
上
覧
之
。
親
加
制
定
。
詔
刊
行
頒
給
。
因

調
落
巨
目
。
元
時
任
官
。
但
資
本
族
。
幌
中
園
之
土
。
南
人
至
不
得
入

風
態
。
宣
是
公
道
。
殴
之
用
人
。
惟
才
是
使
。
無
関
南
北
。

⑫
か
つ
て
細
野
浩
二
氏
も
、
初
期
明
王
朝
は
江
南
地
主
集
闘
の
利
盆
を
中

心
と
す
る
地
方
的
性
格
を
持
ち
、
明
初
の
枇
舎
は
、
皇
帝
楼
と
江
南
地
主
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集
闘
の
競
合
的
な
関
係
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
の
報
告
を
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
そ
の
報
告
は
口
頭
夜
表
で
あ
り
、

氏
の
意
図
を
曲
解
す
る
恐

れ
も
あ
る
の
で
、
木
論
で
は
一
際
除
外
さ
せ
て
頂
い
た
。
「
明
初
に
お
け

る
京
師
問
題
|
明
朝
園
家
段
制
の
確
立
に
関
す
る
序
説
的
展
望
l
」
(
早

稲
田
大
皐
史
皐
合
口
頭
褒
表
。

一
九
七
O
年
十
二
月
)

「元

・
明
交
替
と

太
組
の
皇
帝
植
の
位
相
|
京
師
問
題
を
例
に
し
て
|
」
(
東
洋
史
研
究
曾

大
舎
口
頭
渡
表
。

一
九
七
七
年
十
一
月
)

⑬
『
太
組
貿
録
』
洪
武
元
年
三
月
辛
未
朔
、
洪
武
二
年
三
月
戊
午
、
洪
武

三
年
六
月
美
米
の
各
候
。

⑮

『
太
組
貫
録
』
洪
武
三
年
二
月
戊
子
の
僚
。

③

『
太
租
貫
録
』
奥
元
年一
一一
月
丁
酉
の
候
。

⑫
『
図
酬
明
典
会
』
径
一

二
八

陸

部

科

目

(
洪
武
三
年
八
月
)
。
以
御
史
中
速
劉
基

・
治
書
侍
御
史
秦
裕
伯
盛
岡
京

畿
主
考
官
。

・
:
:
。
就
試
者

一
百
二
十
三
人
。

中
式
者
七
十
二
人
。
未

舎
試
。
悉
授
官
。

②
『
太
租
武
線
』
洪
武
四
年
正
月
丁
来
の
係
。

③

『
太
組
貫
録
』
洪
武
四
年
十
二
月
辛
巳
の
係
。

@

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
南
北
更
調
の
制
は
す
で
に
常
例
で
あ
っ
て
、
以

前
か
ら
究
施
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
だ
が
統
一
直
後

の
混
飢
と
、
官
僚
不
足
と
い
う
現
貧
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
以
前
に
寅
施
さ

れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
、
極
め
て
跨
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
貧
施
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も、

建
前
と
本
音
と
に
は
相
首
大
き
な
く
い
遠
い
が
あ
っ

た
筈
で、

結
局
、
こ
の
洪
武
四
年
に
正
式
に
施
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
南
人
・
北
人
の
規
定
が
明
確
に
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
従
来
の
漠
然
と
し
た
慣
習
に
従
っ
て
、
南
人

・
北
人
の
区
分
け

が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

③
南
北
更
調
の
制
施
行
の
前
月
に
は
、
官
僚
の
牧
賄
を
厳
禁
す
る
法
令
が

出
さ
れ
、
雨
者
の
癒
着
を
防
止
す
る
策
も
諦
ぜ
ら
れ
て
い
る。

(『
太
組
貫

録』

洪
武
四
年
十
一
月
庚
申
)

⑧
『
明
清
歴
科
進
士
題
名
碑
銭
円

た

だ
し
、
こ
こ
で
は
庭
西
出
身
者

一

名
も
南
人
と
し
て
鍛
え
た
。

②
『
宋
築
士
文
集
』
巻
七
二
朝
京
一葉
巻
二
賂
十
字
子
貞
序

普
天
下
感
時
。
文
四
都
千
行
義
之
士
。
多
出
於
江
准
以
北
。
今
量
異
於
背
哉
。

何
其
家
滋
而
未
之
見
也
。
元
興
乎
朔
。
方
甘
穴
化
自
北
始
。
故
土
之
北
産

者
尤
盛
於
元
。
今
皇
帝
起
南
方
。
士
之
盛
誠
白
南
方
始
。
自
南
而
北
。

理
勢
之
必
然
也
。
況
朝
廷
思
用
北
方
士
。
甚
至
有
一
材
者
。
即
傘
顔
之
。

③
『
太
租
資
銀
』
洪
武
六
年
二
月
乙
未
の
篠
。

③

『

太

租
賃
銭
』
洪
武
二
年
三
月
戊
申
の
候
。

③

『

英

宗
資
銀
』
景
泰
二
年
二
月
以究酉
の
僚
。

@

『

奔

山
主
別
集
』
各
八
一
科
試
考

一

是
年
(洪
武
六
年
)
途
詔
天
下
傘
人
龍
曾
試
。
正
月
初
八
日
。

河
南
解

額
内
選
四
名
。

:
・:
・山
東
解
額
内
選
五
名
。
・
:
皆
奔
翰
林
編
肱
問
。

③
『
太
租
賀
鍛
』
洪
武
六
年
夏
四
月
辛
丑
の
燦
。

③
た
だ
し
現
寅
に
は、

北
方
の
混
乱
に
よ
る
文
化
面
の
後
退
は
ま
ぎ
れ
も

な
い
事
買
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
北
方
に
封
し
て
文
教
政
策
が
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
洪
武
八
年
以
後
し
き
り
に
行
わ
れ
た
北
方
の
皐
校
へ

の
経

書
の
配
布
、
あ
る
い
は
敬
師
の
汲
遮
は
、
間
十
に
遮
れ
た
地
方
を
復
興
す
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、

岡
県
の
統
一
王
朝
を
志
向
す
る
明
王
朝
と
し
て
は
、

蛍
然
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
策
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
『
太
組
貫
録
』

洪
武
八
年
三
月
戊
辰
、
洪
武
十
年
九
月
、
洪
武
十
四
年
三
月
辛
丑
、
洪
武
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十
九
年
三
月
辛
巳
、
洪
武
二
十
年
十
月
丁
卯
、
洪
武
二
十
四
年
六
月
戊
寅
、

同
年
十
二
月
戊
寅
の
各
候
。

@

『
太
租
貫
録
』
洪
武
九
年
七
月
の
係
。

③
『
太
租
質
録
』
洪
武
九
年
三
月
己
卯
、
同
年
四
月
己
丑
の
各
候
。

@
孟
森
『
明
代
史
』
(
中
華
叢
書
編
審
委
員
禽
。
一
九
五
七
)
五
七
頁
、

奥
陰
『
朱
一
元
滋
停
』
(三
聯世一回応。

一
九
四
九
〉
一
六
六
頁
で
、
ご
く
簡

単
に
紛
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

@
『
明
史
』
俳
句
九

四

刑

法
二

(
洪
武
九
年
〉
。
空
印
事
設
。
毎
歳
布
政
司
(
行
省
の
誤
り
)
・
府
州
豚

吏
詣
戸
部
磁
銭
糧
軍
需
諸
事
。
以
道
途
。
預
持
空
印
文
書
。
遇
部
駁
削

改
。
以
局
常
。
及
是
帝
疑
有
姦
。
大
怒
。
論
諸
長
吏
死
。
佐
武
傍
百
成

迎。な
お
、

『
明
史
』
で
は
空
印
の
案
の
起
こ
っ
た
時
期
を
洪
武
十
五
年
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『
遜
志
粛
集
』
巻
二
て
業
伯

E
・
郷
土
利
俸
に

「洪
武
九
年
。
天
下
考
校
銭
殺
出
県
警
。
空
印
事
起
」
と
あ
り
、
他
の
諸
史

料
と
比
較
し
て
も
(
註
、
@、
@
参
照
)
、
明
ら
か
に
『
明
史
』
の
誤
り

で
あ
る
。

③
『
皇
明
文
衡
』
径
六
鄭
土
利
、
論
考
絞
銭
糧
封
事

夫
考
較
銭
糧
。
用
使
空
印
。
自
北
自
己
然
。
非
至
聖
代
而
然
也
。
陛
下
即

位
己
九
年
失
。
詔
燦
之
内
。
不
見
禁
革
。
而
律
令
之
内
。
所
不
該
載
。

上
下
承
習
。
以
魚
川
品
然
。
天
下
之
人
戚
知
之
。
惟
陛
下
未
之
知
耳
。
一

旦
生
事
之
人
。
披
拾
此
事
。
致
使
忠
良
老
成
成
被
其
害
。

『
明
史
』
巻
一

三
九

郷
土
利
停
、
業
伯
亘
停
。

『
遜
志
蕗
州
集
』
袋
一一一一

鄭
彪
士
墓
碕
銘

洪
武
九
年
。
大
臣
撹
事
者
。
以
過
用
印
章
。
繋
郡
園
守
相
以
下
敷
十
百

@@  

人
獄
。
劾
以
死
罪
。

『
太
組
賓
録
』
洪
武
九
年
六
月
辛
卯
の
像
。

問
、
洪
武
九
年
七
月
丁
卯

以
監
察
御
史
王
儒
等
一
百
二
十
三
入
居周
知
府
・
知
州
等
守
口
有
差
。
時
各

蕗
有
司
震
考
校
銭
糧
簿
牒
至
京
。
故
命
官
往
代
之
。

@
『
太
租
貫
録
』
洪
武
九
年
十
二
月
己
未
の
候
。

@

山
根
幸
夫
「
明
太
租
政
権
の
確
立
期
に
つ
い
て
|
制
度
史
的
側
面
よ
り

み
た
」
『
史
論
』

一一一一
。
一
九
六
五
。
宮
崎
、
前
掲
「
洪
武
か
ら
永
祭
へ

|
初
期
明
朝
政
機
の
性
格
」

⑬
『
太
組
貫
録
』
洪
武
八
年
二
月
辛
卯

園
家
建
行
省
以
分
鎖
方
面
。
九
丘
(民
之
政
。
皆
領
君
。
任
重
職
要
。

@
阪
倉
篤
秀
「
明
初
中
書
省
の
愛
遊
」
『
東
洋
史
研
究
』

一一一六

l
一。

一

九
七
七
。

@

山
根
、
前
掲
「
『
元
末
の
反
乱
』
と
明
朝
支
配
の
確
立
」

⑫
『
御
製
大
詰
三
編
』
臣
民
俗
法
魚
姦
第

一

蘇
州
府
奥
豚
糧
長
於
友
本
係
胡
然
。

⑬
『
遜
志
務
集
』
各
二
二
、
釆
苓
子
鄭
庭
土
墓
碕。

な
お
、
こ
れ
が
胡
縫
庸
の
獄
省
時
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
く

鄭
氏
に
関
す
る
史
料
で
、
「
洪
武
十
四
年
。
好
人
認
告
其
家
以
交
通
賊

臣。
」
(
『
遜
志
策
集
』
径
二
二
、
故
中
順
大
夫
一陥
建
布
政
司
左
参
議
鄭

公
墓
表
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

⑫
『
客
座
賢
一諸
』
径
二
坊
胤
始
末
(
『金
陵
叢
刻
』
)

高
皇
帝
定
鼎
金
陵
。
腐
欝
民
置
雲
南
。
乃
於
洪
武
十
三
等
年
起
。
取
蘇

・器削
等
庭
上
戸
田
高
五
千
徐
家
。
填
寅
京
師
。

『
太
組
貫
録
』
洪
武
十
四
年
正
月
の
候
。

⑪ 
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@

山
根
孝
夫
『
明
代
径
役
制
度
の
展
開
』

六
六
。

⑫

『
太
組
賀
線
』
洪
武
十
三
年
正
月
乙
巳

上
御
奉
天
門
選
官
。
命
吏
部
以
北
卒

・
山
西

・
険
西

・
河
南
・
四
川
之

人
於
掘
削
江

・
江
西

・
湖
庇

・
直
裁
有
司
用
之
。
掘
削
江

・
江
西

・
湖
氏

・

直
線
之
人
於
北
卒

・
山
東

・
山
西

・
峡
西

・
河
南

・
四
川

・
隊
東

・
庇

西

・
一
踊
建
有
司
用
之
。
間
同
西

・
旋
東

・
一悩
建
之
人
亦
於
山
東

・
山
西

・

険
西

・
河
南

・
四
川
有
司
用
之
。
考
吸
不
明
桝
職
及
畳
同
事
解
降
者。

不
分

南
北
。
悉
於
庇
東

・
騎
西
・

一一服
建
汀

・
埠

・
江
商
龍
商

・
安
逮
・

湖
底

知附
州
之
地
遜
用
。
以
示
勘
懲
。

註
③
参
照
。

『
太
組
賀
線
』
洪
武
十
四
年
三
月
笑
卯

救
刑
部
。
自
今
官
吏
受
賄
者
。
必
求
-通
賄
之
人
。
併
罪
之
。
徒
兵
家
子

透
。
著
信
用
令
。

『
太
組
資
銀
』
洪
武
十
五
年
八
月
丁
丑
朔
の
係
。

『
明
史
』
径
一

二
九

鴻
勝
停

太
祖
嘗
従
容
詞
天
下
大
計
。
(
鴻
)
園
周
針
目
。
金
陵
龍
愉
虎
開
。
帝

王
之
都
。
先
抜
之
以
居
肺
線
本
。
然
後
四
出
征
伐
。
但
仁
義
。
牧
人
心
。

勿
貧
子
女
玉
問。

天
下
不
足
定
也
。
太
組
大
悦
伴
居
幕
府
。

『
太
租
貫
録
』
洪
武
元
年
八
月
己
巳
朔
の
係
。

『
太
租
貫
録
』
洪
武
二
年
九
月
美
卯
の
係
。

布
目
潮
淘
「
明
朝
の
諸
王
政
策
と
そ
の
影
響
」
『
史
皐
雑
誌
』
五
五
|

一二

・
四

・
五。

一
九
四
四
。

『
太
組
貫
録
』
洪
武
十

一
年
二
月
壬
午
の
傑
。

〈洪
武
〉
十
一
年
正
月
。
改
南
京
第
京
師
。
(『
明
史
』
径
四

O
、
地
理

東
京
女
子
大
皐
接
合
。

九

@③  ⑧⑧  @@@  i@@i 

て

南
京
〉
こ
れ
と
同
時
に
、
北
京

(
開
封
)
は
磁
比
さ
れ
た
。
(同品位
、

地
理
三
、
開
封
)

⑧

『

明

史
』
巻

一
一
て

七
卿
年
表

一。

@

『

御
製
大
詰
』

朝
臣
優
劣
第
二
十
六

洪
武
十
八
年
。
戸
部
試
侍
郎
郭
桓
事
鳳
河
口
氏
露
。
天
下
諸
司
設
皆
滅
罪
。

繋
獄
者
政
柑
向
。
議
皆
探
罪
。

或
目
。
朝
廷
罪
人
。
玉
石
不
分
。

@
『
皇
明
詔
令
』
巻
三

禁

戒

諸
司
納
賄
詔

一
戸
部
郭
桓

・
兵
部
王
士
山
・
工
部
婆
志
徳

・
刑
部
王
惑
迫

・
礎
部
越
滑
各

侍
所
掌
之
要
。
脅
逼
天
下
諸
可
。
所
以
賄
賂
之
資
。

雲
一屯
霧
集
。

@

同
右

一
十
二
布
政
司
依
得
迭
賊
六
部
等
街
門
。
若
六
部
有
犯
。
必
稽
娘
自
何
来
。

若
司
必
言
府
。
府
必
言
州。

州
必
言
豚
。
今
後
窮
賊
必
以
此
問
。

九
姦

貧
小
人
間
此
求
賊
来
源
。
日
夜
韮
催
。
去
邪
飾
正
。
居
周
民
造
一
幅
。
母
自

招
慾
。

一
今
此
一
犯
。
且
如
郭
桓
五
部
等
官
。
或
盗
倉
庫
銭
糧
。
或
侵
欺
諸
色
課

程
。
接
諸
色
買
求
。
将
此
銭
物
着
十
二
布
政
司
。
兵
・
工
・
刑

・
戸

・

般
五
部
官
着
令
朝
朔
布
政
司
等
官
。
俵
以
寄
借
潟
由
。
各
静
岡
畑
紗
銀
雨
。

毎
部
州
市
去
。
不
下
数
千
前
向
。
及
其
至
司
。
将
前
紗
銀。

散
布
所
廊
諮
司
。

不
閉
会
難
富
戸
。
指
此
信
用
由
。
生
事
科
欽
。
異
日
加
階
鋪
還
。

以
此
貌

之
。
民
何
生
理
。

⑧

註

@
前
半
部
参
照
。

問
、
禁
戒
諸
司
納
賄
詔

一
天
下
諸
司
街
門
母
得
賄
賂
上
司
。
敢
有
賄
賂
者
。
其
犯
或
彼
或
此
。
若

賄
賂
者
犯
。

必
詞
因
何
気
。
若
受
賄
賂
者
犯
。
必
絢
賊
因
。

甘担
而
至
鳴

呼
不
循
股
訓
。

犯
之
目
。
決
有
罪
索。
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⑪

同

右
一
今
後
凡
有
良
民
母
得
交
結
官
吏
。
引
惹
罪
懲
。
設
若
不
遜
股
訓
。
故
遠

賀
犯
。
家
長
極
刑
。
谷
扇
遷
子
化
外
。

@
『
御
製
大
諸
積
編
』
(
洪
武
十
九
年
一
一
一
月
数
撰
)
松
江
逸
民
翁
害
第
二

自
開
園
以
来
。
惟
雨
街
・
江
西

・
雨
底

・
一漏
建
所
設
有
司
官
。
未
嘗
任

湖

一
人
。
往
往
来
及
彩
考
。
自
不
菟
乎
賊
食。

@
『
明
史
』
巻
一
一
一
一
七
劉
務
停

鎮
江
多
勅
匡
因
。
租
賦
箆
民
累
。

⑫
『
太
租
貫
録
』
洪
武
二
十
四
年
七
月
庚
子
の
篠
。

な
お
森
正
夫
氏
は
、
土
豪

・
富
民
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
経
営

・
非
経
鐙
を
問
わ
ず
、
郷
村
に
居
住
し
、
地
主
的
土
地
所
有
関
係

を
媒
介
と
し
て
、
佃
戸
を
は
じ
め
と
す
る
周
遊
の
直
接
生
産
者
農
民
を
、

社
舎
的
政
治
的
に
も
支
配
す
る
権
力
を
持
つ
地
主
居
で
あ
る
。
:
:
:
富
民

と
は
:
・
地
主
的
大
土
地
所
有
者
で
は
あ
る
が
、
:
・
・
撃
に
城
市
に
居
住

す
る
寄
生
的
大
土
地
所
有
者
で
な
く
、
日
常

『
田
里
に
居
り
』
朱
元
環
か

ら
『
郷
里
に
遜
順
た
れ
』
と
命
じ
ら
れ
る
如
き
在
地
地
主
で
あ
る
よ
(
「
十

四
世
紀
後
半
新
西
地
方
の
地
主
制
に
関
す
る
究
室
田
」
『
名
古
屋
大
摩
文且宇

部
研
究
論
集
』
四
四
。

一
九
六
七
)

⑪
『
太
租
寅
録
』
洪
武
二
十
三
年
五
月
甲
午

詔
選
公
侯
還
郷
。
貌
園

・
開
園

・
曹
函

・
宋
園

・
申
園
・
穎
園
六
公
。

各
賜
黄
金
三
百
雨

・
白
金
二
千
雨

・
紗
三
千
錠

・
文
筋
三
十
匹
・

綾
十

匹
。
永
卒

・
南
雄

・
崇
山
・
懐
遠

・
鳳
開閉
・
定
遠

・
安
慶

・
武
定
・

数

自国

・
鶴
慶
十
侯
。
賜
賞
金
二
百
雨

・
白
金
二
千
雨
・
紗
千
錠
・
文
続
三

十
匹
。

『
太
組
貫
録
』
洪
武
二
十
五
年
八
月
甲
氏

⑫ 

命
の
歳
給
公
侯
之
様
。
貌
園
公
・

宋
園
公

・
曹
園
公
・

信
図
公

・
江
陰

侯

・
靖
海
侯

・
永
卒
侯

・
新
春
侯
。
各
師
奮
賜
回
於
官。

『
明
史
』
巻
一

一
五
興
宗
孝
康
皇
帝
侍

二
十
四
年
八
月
。
救
太
子
巡
撫
侠
西
。
先
是
。
帝
以
感
天

・
開
封
震
南

北
京
。
臨
濠
魚
中
都
。
御
史
胡
子
甜胴
上
書
日
。
天
下
形
路
地
可
都
者
四
。

河
東
地
勢
高
。
控
制
西
北
。
完
嘗
都
之
。
然
其
地
苦
寒
。
ホ
梁
襟
得
河

・
准。

宋
嘗
都
之
。

然
其
地
卒
畷
。
無
険
可
怒
。
洛
陽
周
公
ト
之
。
周

漢
遷
之
。
然
槌

・
由
非
有
殺
函

・
終
南
之
阻
。
澗

・
滋

・
伊
・

洛
非
有

淫

・
漕

・
溺

・
滋
之
雄
。
失
嬢
百
二
河
山
之
勝
。
可
以
鐙
諸
侯
之
望
。

血晴
天
下
莫
闘
中
若
也
。
帝
穏
善
。
至
是
。
議
太
子
目
。

天
下
山
川
惟
秦

地帥抗
告
用
除
回
。
汝
往
以
省
襖
風
俗
。
慰
持
楽
父
老
子
弟
。
於
是
鐸
文
武

諸
臣
屋
太
子
行
。
:
・
:
比
還
。
隊
隊
西
地
図
。
途
病
。
病
中
上
言
経
略

建
都
幕。

『太
組
貫
録
』
洪
武
二
十
四
年
四
月
辛
朱
の
保
。

『
天
下
郡
園
利
病
害
』
第
八
冊

江

容
廠
安

南
京
宮
殿

(
洪
武
)
二
十
五
年
。

祭
光
旅
寺
社
紳
。
文
臼
。
股
経
営
天
下
数
十
年
。

事
事
按
古
有
緒
。
維
宮
城
前
昂
中
窪
。
形
勢
不
稿
。
本
欲
遷
都
。
今
朕

年
老
。
精
力
己
倦
。
叉
天
下
新
定。

不
欲
努
民
。

⑮
戸
部
の
官
僚
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
従
事
す
る
脅
更
に
到
し
で
も
、

向

じ
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。

九
戸
部
吏
。
洪
武
二
十
六
年
奏
准
。

不
許
用
江
・
祈
・

蘇

・
松
人
。

(『寓
暦
曾
典
』
各
八
、
吏
役
参
援
〉

@
例
え
ば

『園
権
』
建
文
二
年
二
月
乙
丑
に

「
詔
江
西

・
掘削江

・
蘇
・

松

人
の
官
戸
部
」
と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
二
十
六
年
に
制
定
さ
れ
た
法
令
が

徹
因
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
建
文
政
権
が
江
南
重
視
の
政
策
を
と
っ
た
こ

⑮ 
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と
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
篤
秀
「
建
文
帝
の
政
策」

(『人
文
論
究
』
二
七
l

三

・
四
。

一
九
七
八
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬
宮
崎
、
前
掲
「
洪
武
か
ら
永
築
へ
1

初
期
明
朝
政
権
の
性
格
」
。

⑮
『
明
通
鑑
』
巻
一
七

(
永
繁
十
八
年
)
八
月
。
・
・
是
月
置
東
廠
於
北
京
。
初
上
命
中
官
刺

事
。
皇
太
子
監
因
。
梢
納
禁
之
。
至
是
以
北
京
初
建
。
尤
鋭
意
防
好
。

肢
布
錦
衣
官
校
。
事
司
総
訪
。
復
慮
外
官
防
御
。
乃
設
東
廠
於
東
安
門

北
。
以
内
股
掌
之
。

南
京
官
に
つ
い
て
は
、
策
関
牽
「
明
政
制
上
並
設
南
京
部
院
之
特
色
」

@ 

(
『
明
史
論
集
』
誠
明
出
版
社
。

一
九
七
二
〉
、
開
門
Z
R
L
F・
司
R
g
o司

ZN門
司
町
、
ミ
2
h
c
g雪
道

2
3
H
H
吋

吉

岡

gNRH札

3

。h.
む
た
と

の
お
、
ミ
ミ
ー

(Z
R〈陶
『向山

C
E〈
2
2ミ
司
『
命
日
臼

-
H
S昂)
柑
一
す
が
あ
る
。
な

お
、
筆
者
の
南
京
官
に
針
す
る
考
え
は
、

フ
ァ
!
?
l
氏
の
著
書
に
つ

い

て
の
拙
許
(『東
洋
史
研
究
』
三
七
|
一
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

@

陳

論
緒
「
記
明
天
順
成
化
閲
大
臣
南
北
之
争
」
『
中
園
皐
誌
』
一
ー
ー

一
。

一
九
六
四
。
荻
原
淳
卒
「
明
代
中
期
に
お
け
る
北
方
防
術
と
銀
に

つ
い

て
」
『
東
方
皐』

一
六
。
一
九
五
八
。
同

「葉
棋
の
製
法
を
め
ぐ
っ
て
|

明
代
の
北
透
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」
『
東
方
皐
』
二
五
。
一

九
六
三
。
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The Establishment of the Ming Dynasty

The impeachment cases of the Hung-wu 洪武reign and

　　　　　　

the relocation of the capital―

£)ａｎｉｏｈ Ｈｉｒｏｓhi

　　

The first three reigns of the Ming dynasty―Hung-wu, Chien-wen建

文, and Yung-lo永楽―are usually considered as follows : In the Hung-

wu period the foundation of the dynasty was laid； after the“ disturbances

of Ching-nan” 靖難之受, the Yung-lo reign saw these changes institution-

alized. More concretely, the abolition of the Chung-shu Chancery 中書省

in 1380, the consequent advancement of the Siχ Boards, and the establish-

ment of the　li-chia里甲system in the ｎｅχt year, represented the first

stage of　the　process ； the　ｒｅ･establishment of the　capital　in　Peking　in

1421 marks its final completion.

　　

In this view, the Hung-wu reign and the succeeding Chien-wen period

are taken together as progressive stages of the establishment of Ming

institutions.

　

The Yung-lo reign is thus viewed as ａ departure. There is

ａ complete division between the first two reigns and the Yung-lo　period.

The capital was moved to Peking, in this view, because that is where the

Yung-lo emperor had been enfeoffed.

　　

In this article, in contrast to this,ｌ place the Hung-wu and Yung-lo

reigns together, and　treat the Chien-wen period as aberrant.　From this

viewpoint, the fact that the Ming government was established in the south

―in other words, the fact of the historical development of South China―

becomes an important element. It　was　the　landlord　class of that area

which played ａ great role in the foundation of the dynasty, and thereafter

formed its chief support.　Because of the economic development of this

region, o伍cials of southern origin, as　well　as the resident landlords,

played ａ leading role.　Because the capital was located in the heart of

this productive region, at Nanking, the economy was inevitably centred

in the south. The government became ａ monopoly of southerners 南人．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－１一



　　　

Obviously, this tendency ran counter to the plans　of　ａ　government

which intended to embrace all the nation in its rule.　The five cases of

impeachment in the Hung-wu period represent ａ thorough-going　reaction

to the southern ｏ伍cials and landlords, and the plans at the end of the

reign for moving the capital to Sian 西安also were made with a view to

ｕni丘cation. However, these plans were not carried out and in the Chien-

wen reign, with the capital remaining in Nanking, ａ pro-Southern stance

was adopted.　This had been　necessitated　by　the　great　power of the

princes in the north, which led the Chien-ｗｅｎ regime to consolidate its

own power base｡

　　　

Under the influence of southern o伍cials, the Chien･wen regime laid

plans to dispossess the northern princes.　　The　anti-southern　policies of

the Hung-wu period were completely reversed｡

　　　

Thus the Yung-lo emperor opposed the Chien-wen emperor's plans for

disenfeoffment and caused the “disturbances of Ching-nan.” The removal

of the capital to Peking after he became Emperor is certainly not because

this was his old domain.　As ａ rescript issued upon his accession makes

clear, he proposed to continue and carry out the policies of the Hung-wu

period｡

　　　

The early Ming dynasty, as ａ whole, despite variations of direction,

represent ａ movement away from ａ government dominated by southerners.

and towards ａ unified state.

Commercial Farming and the Use of Soybean･meal Fertilizer

　　　　　　　　　　　　

in the Ｃｈ‘ingDynasty

Aｄａｃｈｉ　Ｋｅiii

　　

At the end of the Ming and beginning of the Ch'ing, ａ class of rich

farmers developed, as may be seen in Ｍｒ、Ｓｈｅｒｉ'ｓＢｏｏｋ０／ Ａｇｒicｕltｕｒｅ沈

氏農書Cultivating ａ comparatively large area with the aid of hired

labour, they formed ａ class called “upper peasants”上農or "rich farmers ”
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